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第１章 後期基本計画策定に当たって 

 

１ 第７次府中市総合計画について 

(1) 総合計画とは 

総合計画は、市の最上位計画であり、将来の長期的な展望の下に、市政のあらゆる分

野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針を定めるものです。 

 

(2) 総合計画の構成 

総合計画は、基本構想及び基本計画で構成します。 

 

 基本構想  

市のまちづくりの基本的な理念であり、市の目指す新しい都市像及び将来の基本

目標を示すものです。市民と市が協働して達成を目指すものと位置付けており、市民

と市が協働で策定します。 

 

 基本計画  

基本構想における都市像及び基本目標を実現するために市が取り組む、施策の体

系及び基本的方向を示すものです。前期基本計画・後期基本計画に分けて策定し、施

策ごとの取組内容や市が重点的に取り組む重点プロジェクトなどを示します。市が責

任をもって達成を目指す計画と位置付けており、市が主体となって策定します。 

 

 

２ 後期基本計画の位置付け 

後期基本計画は、基本構想の実現に向け、前期基本計画の進捗状況や社会情勢の変

化等を踏まえて策定します。 

 

 

３ 計画期間 

計画期間は、令和８年度（２０２６年度）から令和１１年度（２０２９年度）までの４年間と

します。 

これは、基本構想の計画期間８年間のうち後半４年間に該当します。  
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４ 地方版総合戦略の包含 

本計画は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条に基づく「デジ

タル田園都市国家構想総合戦略」の方針を包含します。デジタル技術を活用して地域課

題の解決を図っていく趣旨であり、本計画を府中市デジタル田園都市構想総合戦略（地

方版総合戦略）と位置付けます。 

 

 

５ ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成２７年（２０１５年）の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」の中核となる、令和１２年（２０３０年）ま

でに達成すべき国際社会共通の目標です。ＳＤＧｓでは、誰一人取り残さない社会の実

現に向け、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するために１７のゴールを掲げ

ています。 

本計画では、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、持続可能な地域づくりに向けて市民や事業者

等と協働し、目標達成に寄与する施策を積極的に推進します。各施策では関連するゴー

ルを示しています。 
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ＳＤＧｓの１７のゴール 

 
（出典）国際連合広報センター資料 

 

ＳＤＧｓの１７のゴールの概要 

（出典）国連持続可能な開発サミット「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための２０３０

アジェンダ（外務省仮訳）」  

ゴール 概要 

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

４ すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進す

る 

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確

保する 

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ

ベーションの推進を図る 

１０ 各国内及び各国間の不平等を是正する 

１１ 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

１２ 持続可能な生産消費形態を確保する 

１３ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

１４ 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

１５ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ

の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

１６ 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアク

セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築

する 

１７ 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化

する 

5



 

 

第２章 市政を取り巻く状況 

市政は、社会経済状況の変化に柔軟に対応しつつ、これまで以上に予測しにくい将来

を見すえた中長期的な視点から運営する必要があります。 

このことから、計画策定の前提として社会潮流を把握し、地方自治体が取り組むべき
課題を明らかにするとともに、本市の基礎的な情報を整理します。 

 

１ 社会潮流と課題 

(１) 少子化の進展への対応 

日本では、人口規模の大きないわゆる団塊ジュニアと呼ばれる世代の女性が出生率

の高い年齢階層を超えたこともあり、平成２８年（２０１６年）に国内の出生数が初めて１

００万人を下回りました。８年後の令和６年（２０２４年）には７０万人を下回り、急速に少

子化が進展しています。また、令和５年（２０２３年）には東京都の出生数が９万人を下回

り、今後も急な上昇は考えにくいと見込まれることから、引き続き少子化が進展する懸

念があります。 

このため、地方公共団体において急速な少子化を抑制するためには、安心して子ど

もを産み育てることができる環境の充実を図ることが求められています。 

 

全国及び東京都の出生数の推移 

 

（資料）厚生労働省「人口動態統計」より作成  
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(２) 高齢化の進展への対応 

日本では、急速に高齢化が進展しています。特に令和７年（２０２５年）にはいわゆる団

塊の世代が７５歳以上となり、後期高齢者の比率がこれまでにないほど高まっているた

め、医療・福祉関連の需要の増大などに備える必要があります。 

家族の介護負担に対する支援や、要介護状態となることを回避するための健康寿命

延伸に向けた取組の一層の強化、孤立化が懸念される高齢単身者や高齢夫婦世帯への

心のケアも含めた支援、認知症患者の増加に対する地域における理解と支援の充実な

ど、高齢化の進展に伴う様々な課題に対応することが求められています。 

こうした動向に対し、地方公共団体においては、オンラインも含めた医療・福祉サービ

スの供給体制の充実や地域コミュニティにおける支え合いの仕組みの構築などに取り

組むことが求められています。 

 

 

全国の高齢人口の将来見通し（出生中位、死亡中位） 

 

（資料）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」より作成 
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(３) 地球環境への配慮 

二酸化炭素の排出などによる地球温暖化の進行やマイクロプラスチックによる海洋

汚染、食品ロス＊など、地球環境負荷の増大に係る様々な問題が深刻化しています。こ

うした課題に対し、政府は令和１２年（２０３０年）までに温室効果ガスの排出量を平成２

５年（２０１３年）比で４６％減らし、令和３２年（２０５０年）までに排出量を実質ゼロ（カー

ボンニュートラル）にするという政策目標を掲げるなど、持続可能な社会の実現に向け

た取組を加速化させています。 

地方自治体においても、省エネルギーの取組による二酸化炭素等の排出量の削減、

再生可能エネルギーの活用、廃プラスチック＊の排出抑制、食品ロスの削減などについ

て、市民一人ひとりや事業者等が配慮し取り組むことを促進、支援していくことが求め

られています。 

 

 

(４) 災害に強い地域づくり 

東日本大震災や熊本地震、令和６年能登半島地震をはじめとした地震災害、気候変動

に伴う局地的大雨や大型台風などによる風水害など大規模な自然災害が繰り返し発生

しています。首都直下地震や南海トラフ地震なども懸念されており、平時から国と地方

自治体が連携し、地域の防災力を高めておくことが重要です。こうした状況を踏まえ、

国は、災害対策基本法の改正などにより、地方公共団体に対する応援体制の強化、被災

者に対する福祉的支援の充実、広域避難の円滑化及び防災ＤＸの推進などの災害対策

の強化を図っています。 

地方自治体においても、自然災害から市民の生命、身体及び財産を守る取組が必要

です。このため、住宅・建築物等の耐震化、インフラ・ライフラインの強靭化など都市基盤

の整備、防災資材等の整備、災害発生時の行政と関係機関との連携体制の確立や訓練

の充実、避難所の生活環境改善、防災協定の締結推進と実効性の確保、地域の自主防

災組織への支援及び市民一人ひとりの防災意識の醸成など、多角的な対策の充実が必

要とされています。 
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(５) 価値観の多様化・共生社会の実現 

日本で暮らす外国人数（在留外国人数）は増加傾向が続き、令和６年（２０２４年）末時

点では３７６万８千人に達しました。今後も、少子高齢化に伴う生産労働人口の減少等

を背景として増加が見込まれます。こうした状況を受け、国では「外国人材の受入れ・共

生のための総合的対応策」を策定するなど、就労支援に加えて、日本語教育の充実など

生活者としての外国人に対する支援の拡充を進めています。 

こうした国際化の進展に伴い、多様性の尊重を重視する国際的な意識の高まり等を

背景として、国籍や文化的背景、障害の有無、性自認・性的指向、年齢などに関わらず、

誰もがそれぞれの個性や価値観を尊重され、安心して自分らしく生活し、活躍できる、

共生社会づくりを地域の多様な主体が連携して進めていくことが求められています。 

 

 

(６) ＤＸの進展への対応 

世界的なデジタル技術の発達やコロナ禍を契機とした生活様式の変容を受けて、国

は、令和４年（２０２２年）にデジタル田園都市国家構想総合戦略を打ち出し、地方におけ

る社会的な課題の解決を図るためにデジタル技術を積極的に活用していく方針を示し

ています。 

今後も、多様なニーズに応じて情報通信技術のさらなる普及と発展が見込まれます。

地方公共団体においては、高度化、複雑化する多様な市民ニーズに応えていくため、行

政サービスの業務効率化や利便性の向上におけるＤＸの推進が求められています。 
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２ 本市の人口及び財政状況 

(１)本市の人口 

ア 本市の人口動向 

（ア） 総人口の推移 

本市の総人口は一貫して増加傾向にあります。特に昭和３５年（１９６０年）から

昭和４５年（１９７０年）に急増し、その後もペースは緩やかになったものの増加し

続け、令和７年（２０２５年）時点で２６．１万人となっています。 

 

 

府中市の総人口 

 

※各年１月１日時点の住民基本台帳人口 

※平成２４年（２０１２年）以前は外国人人口を含まない。 
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（イ） 自然増減の動向 

ａ  本市の出生数、死亡数の推移をみると、平成２９年（２０１７年）以前は出生数

が死亡数を上回っていましたが、その後は下回っています。 

 

府中市の出生数、死亡数 

 

※平成２５年（２０１３年）以降は１月１日から１２月３１日までの１年間 

平成２４年（２０１２年）以前は４月１日から３月３１日までの１年間 

日本人のみ 

（資料）総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より作成 
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ｂ 本市の合計特殊出生率は、全国と比べて一貫して低い値で推移しており、

特に平成２９年（２０１７年）以降は差が広がっています。また、令和３年

（２０２１年）までは東京都（全体、区部、市部）と比べて高い値で推移して

いましたが、令和４年（２０２２年）からは東京都（市部）をわずかに下回っ

ています。 

 

全国、東京都、府中市の合計特殊出生率 

 

（資料）総務省「人口動態統計」、東京都「人口動態統計」より作成  

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 1.26 1.20

1.05 1.05 1.03 1.07 1.00 1.02 1.00 1.01 1.00 1.02 1.05 1.09 1.12 1.12 1.06 1.09 1.13 1.15 1.24 1.24 1.21 1.20 1.15 1.12 1.08 1.04 0.99

1.01 1.00 0.98 1.00 0.97 0.98 0.96 0.96 0.95 0.98 1.01 1.04 1.06 1.08 1.08 1.12 1.16 1.19 1.22 1.22 1.20 1.19 1.13 1.12 1.09 1.04 0.98

1.20 1.19 1.16 1.18 1.14 1.15 1.12 1.13 1.09 1.15 1.18 1.20 1.20 1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.32 1.31 1.28 1.27 1.23 1.18 1.15 1.12 1.08

1.36 1.30 1.26 1.28 1.28 1.28 1.20 1.26 1.15 1.29 1.27 1.32 1.31 1.35 1.35 1.35 1.37 1.40 1.44 1.43 1.39 1.30 1.26 1.22 1.19 1.11 1.07
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（ウ） 社会増減の動向 

本市の転入数、転出数については、概ね一貫して転入数が転出数を上回っていま

す。 

なお、令和２年度（２０２０年度）国勢調査における年齢階級別の純移動数（転入数

から転出数を引いた人数）からは、男女ともに、１０代から２０代前半にかけては府

中市への転入者が転出者より大幅に多く、２０代前半から２０代後半にかけては転

入者より転出者が多いことが分かっています。 

 

府中市の転入、転出数 

 

※平成２５年（２０１３年）以降は１月１日から１２月３１日までの１年間 

平成２４年（２０１２年）以前は４月１日から３月３１日までの１年間 

日本人のみ 

（資料）総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より作成 
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イ 本市の人口の将来見通し 

（ア） 総人口の将来見通し 

本市の総人口の将来見通しは、令和７年（２０２５年）の２６.１万人をピークに減少

に転じ、令和３７年（２０５５年）には令和７年（２０２５年）比で５.４％減少、令和４７年

（２０６５年）には同年比で１１.５％減少する見込みです。 

 

人口推計におけるパラメータの設定方法 

○基準人口（基準年次、人口） 

→令和７年（２０２５年）４月１日現在の住民基本台帳人口 

○出生（子ども女性比） 

→趨勢期間における住民基本台帳人口より算出した子ども女性比について、社会保障・人口問題研

究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０２３）年推計）」における府中市の将来０～４

歳性比の変動にあわせて補正 

○死亡（性別年齢別生残率） 

→社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０２３）年推計）」におけ

る本市の将来生残率を活用 

○移動（性別年齢別純移動率） 

→出生と死亡の設定をふまえ、趨勢期間を対象とした値を算出（将来にわたり一定） 

 

 

府中市の将来人口の見通し 

 

※実績値は各年４月１日時点の住民基本台帳に基づく  
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（イ） 年齢３区分別人口構成比 

本市の総人口について、年齢３区分別に将来推移を見ると、年少人口（０～１４歳）

の割合は減少する一方、高齢者人口（６５歳以上）の割合は急激に増加し、少子高齢

化が進展する見込みです。 

また、生産年齢人口（１５～６４歳）の割合は減少傾向にあり、高齢者１人に対する

人数は、令和７年（２０２５年）時点では２.９０人ですが、令和４７年（２０６５年）時点で

は１.６３人に減少する見込みです。 

 

府中市の年齢３区分別人口構成比 

 

※ 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも１００％とはならない 

※ Ｒ７以降は推計値 
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15



 

 

（ウ）人口ピラミッド 

本市の人口ピラミッドについて、令和７年（２０２５年）は、いわゆる団塊ジュニア世

代である５０～５４歳を中心として４０～５０歳代の人口比率が高い構成となってい

ます。２０年後の令和２７年（２０４５年）には７０～７４歳の人口比率が最も高い構成

となる見込みであり、高齢者に分類される年齢階層が最も高い人口比率となるの

は、国勢調査を開始した大正９年以降初めてのことです。 

 

府中市の人口ピラミッド 

（Ｒ７年）            （Ｒ１７年） 

  

（Ｒ２７年） 
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(２) 財政状況と将来見通し 

 

ア 経済・財政状況 

   日本の経済状況は、令和５年（２０２３年）５月に新型コロナウイルス感染症が感染

症法上の５類感染症に移行し、経済社会活動の正常化が進む中、企業収益が過去最

高を更新し、設備投資も過去最大規模となるなど、緩やかな回復が続いています。 

しかし、ロシアによるウクライナ侵攻等を契機とした物価の高騰に名目賃金や所

得の伸びが追いつかない中で、個人消費は力強さを欠いた状態が続いており、さら

に急速に円安が進む中で、輸入物価を通じて国内物価の押し上げが進むことへの

懸念が、消費者マインドを委縮させる要因となっています。 

内閣府の「令和７年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、令

和７年度（２０２５年度）の経済見通しは、総合経済対策の効果が下支えとなって、賃

金上昇が物価上昇を上回り、個人消費が増加するとともに、企業の設備投資も堅調

な動きが継続することが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場

の変動等の影響には、十分注意する必要があるとしています。 

 

イ 本市の財政状況 
  （ア） 決算状況 

    本市の決算状況は、歳入では、市民税や固定資産税などの市税について、コロナ

禍においても減少傾向は認められず、その後の景気の回復傾向や納税義務者数の

増を反映し、増加傾向となったほか、収益事業収入についても増加傾向となってい

ます。一方、歳出では、社会保障関係経費である扶助費や繰出金、公共施設やイン

フラの老朽化対策などの経費が増加傾向にあります。 

    そのような中、第７次府中市総合計画前期基本計画の期間中（令和４年度～令和

７年度）では、計画時には財源不足も懸念されましたが、基金や市債を計画的に活

用しながら、市庁舎建設事業や学校施設老朽化対策事業など、本市の更なる発展

に向けた大規模事業を実施するとともに、事務事業の見直しにより経常経費の抑

制を図るなど、将来を見据えた取組を行うことで、健全財政の維持が図られてい

ます。 
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 ※ 「その他」には、収益事業収入などの諸収入や税連動交付金などを含みます。 

 

 

 ※ 「その他経費」には、繰出金や維持補修費などを含みます。 

 ※ 歳入・歳出は、「普通会計」の決算値を掲載 

 ※ 「普通会計」とは、地方財政統計上便宜的に用いられる会計のことで、本市の場合は、一般会

計、公共用地特別会計の合算値 

 

 （イ） 財政指標 

   ａ 経常収支比率 

     市税などの毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）が、人件費や

借入金の返済、福祉サービスや道路維持など、毎年度経常的に支出される経費

の財源にどのくらい使われたかの指標です。適正水準は、７０～８０パーセント台

とされており、比率が低いほど、自由に使えるお金の割合が増え、財政の弾力性

が大きいことを示します。本市では、８０パーセント台を維持することを目標とし

ています。 

     平成２０年度（２００８年度）に発生したリーマンショック後、市税収入が減少した

ため、一時、比率が８８．６パーセントまで上昇しましたが、前述のように、景気回

復による市税収入の増加や事務事業の見直し・改善などの取組により、近年は、

年度により上下するものの、８０パーセント台前半から８０パーセント台半ばを維

持し、比較的良好な比率となっています。 
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  ｂ 実質公債費比率（３か年平均） 

     一般会計等が負担する公債費や、一部事務組合などの市関連団体の借入金返

済に充当したと認められる負担金などに対する財政負担の程度を示す指標です。

この比率が高いほど、借金の返済により多くのお金を使っていることになります。

本市においては、８パーセント以内に収めることを目標としていますが、令和５年

度（２０２３年度）は２．７パーセントとなるなど、近年は５パーセント以内で推移し

ています。しかし、多摩地域２６市の平均が１．４パーセントであることと比較する

と、本市は比較的高い比率となっており、その要因としては、他市と比べて公共

施設の数が多く、これらの施設の整備や改修などを適切かつ計画的に実施する

ために、その財源として借金である市債を借り入れており、返済額が多いことが

挙げられます。 
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  ｃ 財政力指数（３か年平均） 

     地方公共団体の財政力を示す指標で、地域の特性を考慮し、一定のルールに基

づいて算出した税収入などの見込額（基準財政収入額）を標準的な行政サービス

を提供するための費用（基準財政需要額）で除した数値で求められます。数値が

「１」を超える場合は、収入が支出を上回っており、数値が大きいほど財政力が強

い団体であるといえます。 

     財政力指数は、理論上の数値のため、年度ごとの要因により変動がありますが、

本市では、昭和５７年度（１９８２年度）以降は「１」を下回ったことはなく、多摩地域

２６市の中では上位を維持しており、令和６年度（２０２４年度）においても２位と

なっています。 
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（ウ） 本市の財政見通し 

    第７次総合計画後期基本計画期間（令和８年度～１１年度）の財政見通しとしては、

歳入の根幹である市税は、近年は景気の回復傾向を受けて増加傾向にあるものの、

今後の景気の動向が不透明な中、税制改正による影響や生産年齢人口の減少など

の変動要因を勘案すると、大幅な増収は見込みづらい状況です。 

    歳出では、出生数の減少による児童福祉費の減少が見込まれるものの、障害者

福祉費の増加や高齢化の更なる進展による繰出金の増加が見込まれることから、

社会保障関係経費の微増が予想されます。更に、今後、学校を始めとする公共施設

等の更新や大規模修繕にかかる費用が増大するほか、子育て支援の充実やＤＸの

推進、防災・減災対策、環境施策など、時代の要請に応じた施策も求められていま

す。 

このため、引き続き市税収入と新たな歳入の確保を図り、事務事業の見直し等

を通じた歳出の削減に取り組むことで、歳入と歳出のバランスの取れた事業展開

に努めるとともに、計画的に基金を積み立てるなど、将来への過度な負担となら

ないよう、持続可能な財政運営を行う必要があります。多様化する市民ニーズに

応えるためにも、事業の選択と集中により、引き続き効率的な市民サービスの提

供に努めるとともに、十分に将来を見据えた上で健全財政を維持していくことが

求められます。 
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財政見通しの推計方法 

 

＜歳入＞ 

ⅰ 市税について 

・個人市民税 

 令和８年度（２０２６年度）以降は、生産年齢人口の減少を考慮した結果、減収を見込んでいます。 

・固定資産税 

 令和９年度（２０２７年度）の評価替えにおいては、土地の評価額が微増することを見込んでいま

す。また、家屋については、新築による増収を見込んでいます。 

 

ⅱ 基金については、各種目的に応じた事業の進捗に合わせて、繰入れを行っています。 

  また、基金の積立てと活用の方針に基づき、積立てと繰入れを一定額見込んでいます。 

 

ⅲ 市債については、主要な投資的事業を実施するための借入れを想定しています。 

 

ⅳ 競走事業の収益については、近年は増加傾向が続いているものの、景気の動向に左右されるなど

不透明な財源であるため、令和８年度（２０２６年度）以降毎年２０億円としています。 

 

＜歳出＞ 

ⅰ 扶助費とその他経費については、実態に即した伸び率等を勘案し、見込額を計上しています。 

 

ⅱ 投資的経費については、新庁舎建設や学校施設老朽化対策を始めとした事業の計画に基づく主要

な投資的事業に加え、その他修繕などの経常的な投資的事業として、一定額を見込んでいます。 
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  （エ） その他 

    基金（貯金）と地方債（借金）は、財源不足の対応としてだけではなく、投資的事業

の世代間の負担の均一化を図るために活用しています。本市では、今後、学校施設

を含む公共施設の老朽化に対する経費や分倍河原駅周辺整備事業等への対応が

課題となることから、計画的な基金の積立て・活用、地方債の借入れを行う必要が

あります。 

 

   ａ 基金残高 

公共施設の老朽化対策を始めとする投資的経費の財源として、可能な限り基金

への積立てを進めてきた結果、基金残高は増加し、令和４年度（２０２２年度）には

約６４７億円となりました。その後、新庁舎建設や学校施設老朽化対策などの事業

の進捗に伴い、基金残高は減少し、令和６年度（２０２４年度）では約６１１億円とな

っています。 

今後も学校施設老朽化対策などの大規模事業が継続することから、令和７年度

（２０２５年度）以降に当初予算ベースで積立てと取崩しを見込んだ場合の基金残高

は、令和１１年度（２０２９年度）末には令和６年度（２０２４年度）末と比較して約２９

８億円減少する見込みです。 

 

 

 ※ 「普通会計」の基金残高を掲載 
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   ｂ 地方債残高・借入額・償還額 

地方債については、償還額が毎年の経常経費となり、財政運営の硬直化を招く

恐れがあることから、計画的な借入れに努めていますが、平成２８年度（２０１６年

度）及び平成２９年度（２０１７年度）は、府中駅南口再開発事業や学校給食センター

新築事業により借入額が償還額を上回り、地方債残高は増加しました。 

平成３０年度（２０１８年度）からは再び償還額が借入額を上回り、地方債残高は

減少していましたが、令和４年度（２０２２年度）から令和６年度（２０２４年度）まで

は、新庁舎建設や学校施設老朽化対策などの事業の進捗に伴い、借入額が償還額

を上回り、地方債残高は増加しています。 

今後も学校施設などの老朽化対策が継続することから、令和７年度（２０２５年

度）以降に当初予算ベースで借入れと償還を見込んだ場合の地方債残高は、令和

１１年度（２０２９年度）末には令和６年度（２０２４年度）末と比較して約７５億円増

加する見込みです。 

 

 

 ※ 「普通会計」の地方債の状況を掲載 
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   ｃ 今後の公共施設等に要する費用の試算 

本市では、過去に好調であった収益事業収入を活用し、他自治体に先駆けて公

共施設やインフラの整備を進めてきました。今後、これらの施設は更に経年化が

進むことから、修繕や維持管理、更新に要する費用を長期的な視点から見込むこ

とが必要です。試算では、令和５年度（２０２３年度）から令和３４年度（２０５２年

度）までの３０年間における年平均費用は約１８５億円となり、平成２５年度（２０１

３年度）から令和４年度（２０２２年度）までの過去１０年間と比較すると、年平均費

用は約５７億円増加する結果となりました。 

公共施設やインフラを将来にわたって良好な状態で次世代へ引継ぐためには、

それらに要する経費増大の抑制に取り組むとともに、歳入状況も踏まえて総合的

なマネジメントを推進し、持続可能な財政運営を行っていくことが求められます。 

 

 

 

 

  （資料）「府中市公共施設マネジメント基本方針（令和４年１月）」及び 

      「府中市インフラマネジメント白書（令和６年３月）」より作成 

 

※ この試算は一定の条件下で行った長期的なものであり、今後の取組や社会情勢による影響等 

により変動するものです。 

  

平成２５年度から令和４年度までの 

過去１０年間の年平均費用約１２８億円 令和５年度から令和３４年度までの

年平均費用約１８５億円 
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第1章　施策体系
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第2章 重点プロジェクト 

 

１ 重点プロジェクトの位置付け 

基本構想で掲げる都市像及び基本目標の実現に向けて、市民との協働により重点的

かつ優先的に実施すべき分野横断的な取組を重点プロジェクトとして位置付けます。 

重点プロジェクトは、前期基本計画をはじめとする本市のこれまでの施策展開の経過

や社会の動向などを勘案して選定しています。 

 
 

 ◆ 重点プロジェクトの位置付け図 
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２ 重点プロジェクトの内容 

 

◆ 重点プロジェクトの全体像 

後期基本計画では、３つの重点プロジェクトを推進します。各重点プロジェクトでは

「方針」を設定し、更に「取組」に分けて整理をしています。 

「取組」の具体的な内容は、後期基本計画の各施策に掲載している「主要な取組」から

重点プロジェクトと特に関係が深いものを紐づけています。 

 

 

 

 

 

   

重点プロジェクト１　やさしさと安心につつまれたまちづくり 関係施策

【方針1】　安心して暮らせるまちづくり
（取組１）　災害対策の強化 30,31,32

（取組２）　安全な地域づくり 23,29

【方針２】　子どもの居場所づくり

（取組１）　子どもの居場所づくり 48,50

【方針３】　地域共生社会の実現

（取組１）　包括的な支援体制の構築 18

重点プロジェクト２　みらいを見すえたまちづくり 関係施策

【方針1】　子どもを生み育てやすい環境づくり

（取組１）　子育て世代に対する支援の充実 4,6

【方針２】　持続可能なまちづくり

（取組１）　地球環境への配慮 22,27

（取組２）　持続可能な地域公共交通 56

【方針３】　充実した教育環境づくり

（取組１）　充実した教育環境づくり 49

【方針４】　行財政運営の基盤強化

（取組１）　積極的な歳入の確保 108

（取組2）　スマート自治体の実現 106

重点プロジェクト３　にぎわいと魅力あるまちづくり 関係施策

【方針1】　地域の拠点づくり

（取組１）　分倍河原駅周辺地区まちづくり 57

（取組２）　府中基地跡地留保地周辺地区まちづくり 45,57

【方針２】　市民が誇りを持てるまちづくり

（取組１）　地域資源の活用 43,46,58

（取組２）　市の魅力発信 102
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重点プロジェクト１ やさしさと安心につつまれたまちづくり 

 

頻発化・激甚化している自然災害や、全国的に横行する特殊詐欺等の犯罪被害など、

市民生活の不安は増してきている状況と言えます。そのため、誰もが日常生活で感じる

不安を軽減し、安心して暮らすことにつながる取組を推進します。 

また、居場所が限定されやすい子どもが過ごしやすい環境の整備を進めるとともに、

生活上の課題を抱えた人に対し、関係団体等との協働により、地域における支え合いを

通じたまちづくりを推進します。 

 

 

■指標 

指 標 名 
基準値 

（Ｒ７） 

目標値 

（Ｒ１１） 

誰もが安心して暮らせるまちだと思う市民の割合 80.3% 82.3% 
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方針１ 安心して暮らせるまちづくり 

近年増加する豪雨や地震などの自然災害への対策として、防災力の向上を推進し

ます。また、地域における防犯意識を高め、犯罪の起きにくい環境づくりを推進しま

す。  

 

取組 1 災害対策の強化 

市民一人ひとりの防災意識の向上を図るとともに、建築物の耐震化を進め、まちの

防災力の向上を図ります。また、自然災害の発生時に、被害や避難生活時の不便が最

小限となるよう、災害対策用設備や防災資材の整備を進めます。 

 

具体的な取組 該当施策 頁番号 

防災資材等整備事業 施策30 P.112 

災害対策用設備維持管理・整備事業 施策30 P.112 

防災意識啓発事業 施策31 P.116 

建築物耐震化促進事業 施策32 P.114 

 

 

 

取組 2 安全な地域づくり 

全国的に横行する特殊詐欺や闇バイトに起因する犯罪等をはじめとした地域におけ

る犯罪被害を未然に防止するため、防犯意識の啓発を図ります。 

防災・防犯の面でリスクを抱える空き家等の対策を推進します。 

 

具体的な取組 該当施策 頁番号 

防犯意識啓発事業 施策29 P.110 

空き家・空き地等対策事業 施策23 P.98 
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方針２ 子どもの居場所づくり 

子どもが安心して、安全に、自分らしくいきいきと生活できる環境づくりを推進しま

す。 

 

取組 1 子どもの居場所づくり 

小中学校では、心理相談員やスクールソーシャルワーカーによる相談支援体制の充

実を図り、安心して登校できる環境づくりを推進します。また、配慮を必要とする子ど

もや不登校の状態になっている子どもが等しく学びの機会を得られるよう、本人とそ

の家庭に対し、実態に配慮した支援を推進します。 

学校や家庭以外の「第三の居場所」として、子どもが安心して過ごすことができる居

場所づくりを推進します。 

 

具体的な取組 該当施策 頁番号 

教育相談･教育支援事業 施策48 P.152 

学童クラブ運営事業 施策50 P.157 

放課後等の子どもの居場所づくり事業 施策50 P.157 

 

 

 

 

方針３ 地域共生社会の実現 

誰もが安心して地域で暮らすことができるよう、地域で支え合う体制づくりを推進

します。 

 

取組 1 包括的な支援体制の構築 

市民、関係団体、事業者、行政などが相互に連携・協働し、分野を超えた支え合いを

深化させ、地域のネットワークをいかして課題解決を進め、助け合うことができる体

制を強化し、必要な支援につなげていきます。 

 

具体的な取組 該当施策 頁番号 

地域福祉コーディネーター事業 施策 18 P.85 

重層的支援体制整備事業 施策 18 P.85   
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重点プロジェクト２ みらいを見すえたまちづくり 

 

まちを良好な状態で次世代に引き継ぐため、予測される人口動態や地球環境への負

荷増大などを考慮し、未来の状況を見すえたまちづくりを推進します。 

未来を担う子どもが健やかに育つよう、大切に生み育てられる環境づくりを推進す

るとともに、市民生活の基盤となる地球環境やまちの交通環境を適切な状態で次世代

に引き継ぎます。また、市民サービスの基盤となる自治体運営の業務効率化を図り、持

続可能なまちづくりに取り組みます。 

 

 

■指標 

指 標 名 
基準値 

（Ｒ7） 

目標値 

（Ｒ11） 

未来に向けた取組を進めているまちだと思う市民の

割合 
44.6% 46.6%   
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方針１ 子どもを生み育てやすい環境づくり 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うことで、安心して子どもを生

み、育てることができる環境づくりを進めます。 

 

取組 1 子育て世代に対する支援の充実 

妊娠、出産、育児、子育てに関する支援を包括的かつ円滑に提供できる環境を整備

することで、子どもが生まれる前からの切れ目のない支援を推進し、虐待の未然防止

やヤングケアラーの支援に取り組みます。 

子育ての在り方は多様化していることから、保護者のニーズに合った柔軟かつ質

の高い教育・保育サービスの提供に取り組みます。 

  

具体的な取組 該当施策 頁番号 

こども家庭センター事業 施策4 P.55 

教育・保育の提供 施策6 P.60 
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方針２ 持続可能なまちづくり 

地球環境に配慮した行動を実践し、促進するとともに、地域公共交通環境の整備を

促進し、未来に向けた持続可能なまちづくりを推進します。 

 

取組 1 地球環境への配慮 

ゼロカーボン社会の実現のため、再生可能エネルギーの活用など、地球温暖化の抑

制に資する取組を推進します。 

リサイクルプラザの老朽化に伴い、計画的な施設の整備を進めます。中間処理施設

として分別処理を徹底するなど再資源化に向けた取組を進め、適正な処理と継続的

かつ安定的な施設の管理運営を行います。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

地球温暖化対策事業 施策22 P.96 

リサイクルプラザ管理運営事業 施策27 P.106 

 

 

 

取組 2 持続可能な地域公共交通 

少子高齢化を背景とした従事者不足等の課題を踏まえ、地域公共交通の再編を通

じ、地域における身近な公共交通の利便性を将来にわたって確保する取組を推進し

ます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

地域公共交通計画推進事業 施策56 P.172 
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方針３ 充実した教育環境づくり 

子どもの教育環境に資する学校施設の老朽化が進んでいることから、適切な維持

管理や改築等を行うとともに、将来を見すえて充実した教育環境を整備します。 

 

取組 1 充実した教育環境づくり 

計画的かつ着実に学校施設老朽化対策に取り組むとともに、改築等では、ユニバー

サルデザインへの配慮や災害時における避難所運営等を見すえた整備を行います。 

将来的な年少人口の減少を考慮し、保護者や地域住民等の関係者の意見を踏まえ

ながら、学校の適正規模・適正配置の取組を進めます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

学校施設老朽化対策事業 施策49 P.154 

学校適正規模・適正配置の取組 施策49 P.154 
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方針４ 行財政運営の基盤強化 

将来にわたってより質の高い市民サービスを提供するため、市の行財政運営の基

盤強化を図り、時代に応じて必要とされる市民サービスを提供できる体制を強化し

ます。  
 

取組 1 積極的な歳入の確保 

財政運営は長期的な視野で取り組む必要があり、予測される公共施設の更新等

や、時代に応じて複雑化・多様化するニーズに応える施策を展開していくため、積極

的な歳入の確保を図ります。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

積極的な歳入の確保 施策 108 P.217 

 

 

 

取組 2 スマート自治体の実現 

市民の利便性の向上をはじめ、少子高齢化に伴う労働力不足にも対応するため、

デジタル技術の活用を進めるなど行政の効率化に取り組みます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

スマート窓口の実現 施策 106 P.210 

デジタル技術の効果的な活用の推進 施策 106 P.210 
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重点プロジェクト３ にぎわいと魅力あるまちづくり 

 

「馬場大門のケヤキ並木」をいかした中心市街地の活性化に取り組むとともに、地域

の特性をいかした拠点整備を推進し、更なるまちのにぎわいにつなげます。 

 歴史文化遺産や豊かな自然環境、スポーツのトップチームの存在など、本市特有の魅

力的な地域資源をいかし、更に磨きをかけることで、まちのにぎわいと魅力の向上につ

なげ、市民が自分のまちに愛着をもって生活できるまちづくりを推進します。 

 

 

■指標 

指 標 名 
基準値 

（Ｒ7） 

目標値 

（R11） 

にぎわいと魅力があるまちだと思う市民の割合 67.2% 69.2% 
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方針１ 地域の拠点づくり 

地域の特性をいかした拠点整備を推進し、更なるまちのにぎわいにつなげます。 

 

取組 1 分倍河原駅周辺地区まちづくり 

分倍河原駅周辺地区の基盤整備を推進し、地域の特性を踏まえたにぎわいと良好

な居住環境との調和のとれたまちづくりを進めます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

分倍河原駅周辺整備事業 施策57 P.175 

 

 

 

取組 2 府中基地跡地留保地周辺地区まちづくり 

府中基地跡地留保地周辺地区は、緑の空間を確保するとともに、新総合体育館の

整備をはじめ、スポーツの振興などの活力を生み出すためのまちづくりを進めます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

新総合体育館整備事業 施策45 P.145 

府中基地跡地留保地周辺地区まちづくり事業 施策57 P.175 

   

42



 
 

方針２ 市民が誇りを持てるまちづくり 

魅力的な地域資源をまちづくりにいかすとともに、市内外の理解と親しみを深め、

府中市民としての誇りを更に持てる取組を推進します。 

 

取組 1 地域資源の活用 

地域資源に更に磨きをかけることで市の魅力を高め、市内外を問わず、多くの人が

本市の魅力に気づき、愛着を持つ機会を創出します。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

武蔵国府跡保存活用事業 施策43 P.141 

中心市街地活性化ビジョン推進事業 施策58 P.177 

トップチーム等連携事業 施策46 P.147 

 

 

 

取組 2 市の魅力発信 

市内外に向けて効果的に市の魅力を発信し、市民のまちへの愛着とふるさと意識

を育むとともに、市外からも府中市への親近感を高めます。 

  
具体的な取組 該当施策 頁番号 

市内外に対する市のイメージの向上 施策 102 P.202 
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第3章　基本目標別の施策

基本目標１（保健・福祉）　人と人とが支え合い　誰もが幸せを感じるまち

基本施策1　健康づくりの支援

施策1 健康を支えるまちづくりの推進

施策2 疾病予防対策の強化

基本施策2　子ども・子育て支援の充実

施策3 地域における子育て支援

施策4 妊娠期から子育て期までの継続的な支援

施策5 ひとり親家庭への支援

施策6 教育・保育サービスの充実

基本施策3　高齢者サービスの充実

施策7 高齢者がいきいきするための支援

施策8 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援

基本施策4　障害者サービスの充実

施策9 障害者の社会参加の推進

施策10 障害者差別の解消と相談支援機能の充実

施策11 障害者の地域生活支援

施策12 障害児への支援の充実

基本施策5　社会保障制度の充実

施策13 高齢者医療制度の普及と推進

施策14 国民健康保険の運営

施策15 介護保険制度の円滑な運営

基本施策6　生活の安定の確保

施策16 低所得者の自立支援

施策17 住宅セーフティネット制度の推進

基本施策7　共に生きるまちづくりの推進

施策18 つながり支え合う地域づくり

施策19 安心して生活できる福祉環境の整備
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基本施策 1 健康づくりの推進 

施策 1 健康を支えるまちづくりの推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

市民一人ひとりが健康づくりに高い意識を持ち、健康的な生活習慣を実践し、かか

りつけ医等への相談を通して日頃の健康管理に努めています。 

また、休日・夜間にも適切な医療サービスを受けられる環境が整備されているとと

もに、地域のソーシャルキャピタル＊が醸成され、健康づくりだけではなく、こころとい

のちを守る支援がなされています。 

 

■現状と課題 

乳幼児期、学齢期、若年期、中年期、高齢期といった世代ごとに、運動等の生活習慣

や食生活の課題が異なるため、ライフステージの特性に応じたきめ細かい対応が必要

です。市民ボランティア（元気いっぱいサポーター＊や食育推進リーダー＊など）の増

加により地域の健康づくりや食育推進の基盤が整いつつあり、今後は団体や企業等と

の連携・協働の強化を図るなど、より一層充実させることが求められています。こころ

といのちを守る支援では、相談者が抱える内容に応じた専門機関等に確実につなげる

ため、誰もが自殺に追い込まれることのないネットワークの強化・充実を図ることが必

要です。 

また、国では、初期の治療は地域の医院・診療所を受診するよう促すなど、医療機関

の役割分担を推進しています。そのため、市民が日頃から身近な地域で相談できるか

かりつけ医を見つけることができるよう情報発信を強化することや、休日・夜間の応

急診療体制の充実が求められています。さらに、大規模災害発生時においても市民の

生命や健康を守るため、発生直後から復興までの各フェーズに応じた医療救護や保健

活動等を行うことが可能となるよう、関係機関との協働・連携体制の強化を図ること

が必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ ライフステージの特性を踏まえた、生涯にわたる切れ目のない健康づくりに向け、

情報発信や生活習慣を見直すための講演会や健康相談を通じて、健康意識の醸成

を図ります。 

⚫ 市民ボランティア、団体、企業等と連携し、地域の健康づくりや食育を推進します。

また、食の循環＊への理解促進や食文化の継承に資する取組に加えて、食環境の

整備＊等を行います。 

⚫ 誰もが自殺に追い込まれることがない支援体制づくりのため、こころといのちを

支え合うネットワークの強化を図ります。 

⚫ 自分の健康状態に心配事が生じた際に気軽に相談できるよう、「かかりつけ」の医

療機関、歯科医療機関、薬局等を持ち、定期的な受診を促すとともに、休日・夜間
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における応急診療の実施体制の充実、大規模災害発生時などの緊急時の医療体制

整備に取り組みます。 

 

■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

健康づくりを担う市

民ボランティアの活

動回数 
63回 

（R2～6平均） 

97回 

（R7～11平均） 

市民ボランティア（元気

いっぱいサポーター及

び食育推進リーダー）の

直近 5 年間の平均活動

回数です。 

ゲートキーパー＊研

修受講者数 

431人 

（R6） 
876人 

ゲートキーパー研修を受

講した延べ人数です。 

身近な地域における

医療（歯科医療、調

剤薬局含む）の充実

度 

81.1% 

(R7) 
85% 

必要なときに身近な地

域で医療（歯科医療、調

剤を含む）を受けられて

いると感じる人の割合

です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

健康管理支援事業 生活習慣病の予防、健康増進などに関する知識の普及

を目的として、情報発信や講座を実施するとともに、保

健師などの専門職による健康相談を行います。また、元

気いっぱいサポーターの養成と活動支援、市内企業や各

種団体、学校等と連携・協働した啓発活動により、健康

づくりの推進を図ります。 

食育推進事業 情報発信や体験型講座、管理栄養士による栄養相談を

実施します。また、食育推進リーダーの養成・育成など、

人材育成にも努めます。 

自殺対策事業 自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応を取るこ

とができる人材（ゲートキーパー）を育成するとともに、

地域におけるネットワークの強化を図り、いつでも支援

につながる地域の体制づくりを行います。 

休日・夜間診療事業 府中市保健センターで休日・夜間診療を実施します。 

災害時医療体制等整備事

業 

医療機関、医師会、歯科医師会及び薬剤師会と協働・連

携し、災害時の医療体制を整備・強化します。 
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■協働により推進したい取組 

⚫ 健康づくりやこころといのちを支え合うネットワークづくりに関すること。  

⚫ 「かかりつけ」の医療機関や薬局を持つことの啓発のほか、災害発生時における医

療救護や保健活動等の協働・連携体制の整備に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 ○ ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 1 健康づくりの推進 

施策 2 疾病予防対策の強化 

 

■めざす姿（施策の目的） 

健康診査や各種検診の機会が充実しており、疾病や障害等の早期発見と早期の治

療・支援に結び付いています。また、市民一人ひとりが感染症予防の正しい知識を持ち、

適切に対応するとともに、市・東京都・国が連携した予防体制が整備され、対策が行わ

れていることで、健康が守られています。 

 

■現状と課題 

職場などで健康診査を受ける機会のない 18 歳から 39 歳の方を対象とした若年

層健康診査や、各種がん検診等を実施していますが、受診率は高い状況とはいえない

ため、疾病の早期発見と早期治療の重要性を更に周知していくことが必要です。また、

新たな感染症の発生や拡大の場面においては、感染予防や拡大防止、緊急時の医療体

制の整備に加え、支援が必要な方々へのサポート体制の整備などについて、国や東京

都、医療機関、事業者とともに対策を講じていくことが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 健（検）診の実施及びがん検診の精密検査の該当者への受診勧奨・精密検査の実施

体制の整備を行うことで、疾病の早期発見・早期治療につなげます。 

⚫ 歯科健診や歯科保健指導の実施により、むし歯や歯周病の予防対策を講じます。 

⚫ 感染症危機が発生した際の新型インフルエンザ等対策行動計画＊について、国や

東京都の計画改定等を注視し、適宜反映することで実効性を高めます。感染症発

生時・拡大期には、行動計画及び事業継続計画（BCP）に基づき、市民生活・経済に

及ぼす影響が最小となるように、発生段階に応じて行動できるように保健所・医師

会等の関係機関との連携強化を図ります。 

⚫ 感染症の蔓延および重症化を防ぐため、希望者が予防接種を受けられるよう環境

を整えます。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

がん検診の受診率 胃 

3% 5.2% 

子宮頚

17.6% 

乳 24.9% 

大腸 10.4% 

肺 4.1% 

（R6） 

胃 

4.3% 6.9% 

子宮頚

20.8% 

乳 30% 

大腸 15% 

肺 5.5% 

 

健康増進法に基づく 5 つの

がん検診（胃・子宮頸・乳・大

腸・肺がん）の受診率です。 

※胃は X 線検査・内視鏡検

査 

成人歯科健診の受

診率 
10.2% 

（R6） 
1１% 

健康増進法に基づく年齢対

象者（20 ・30 ・40 ・50 ・

60・70歳）の受診率です。 

高齢者インフルエン

ザ定期予防接種の

接種率 

47% 

（R6） 
54.5% 

高齢者インフルエンザ定期予

防接種の接種率です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

各種疾病検診事業 健康増進法に基づく 5 つのがん検診（胃・子宮頸・乳・大

腸・肺がん）を実施します。 

歯科健診事業 歯の喪失の防止、歯と口の機能保持を図るため、成人歯

科健康診査（歯周病検診含む）を実施します。 

感染症対策事業 市民生活や地域経済に及ぼす影響を最小とすることを

目的として、新型インフルエンザ等特別措置法に基づ

き、感染拡大防止のための取組を実施するほか、重症化

予防のための予防接種を実施します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 健（検）診の啓発や感染症発生を想定した訓練の実施に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 2 子ども・子育て支援の充実 

施策 3 地域における子育て支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

地域全体で子ども・子育てを支えていく取組が充実し、子育て家庭が孤立し、悩みを

抱え込むことなく、気軽に交流・相談できる環境が整っており、様々な人との触れ合い

を通じて、子どもが健やかに成長しています。 

 

■現状と課題 

地域とのつながりがより希薄になり、身近に相談できる相手がいないなど、在宅で

の育児の孤立化が問題となっており、地域における子育て支援へのニーズが高くなっ

ています。 

現在、子ども家庭支援センター＊、地域子育て支援センター＊、私立保育園などにお

いて、親子で交流し、気軽に相談できる場などを提供するとともに、子育て講座などを

実施し、地域での孤立化を防止しています。そのような中、より多くの方が地域で気軽

に相談できる環境の整備が求められています。 

また、地域で子育てひろば＊や子ども食堂＊を実施する団体を支援することで、地

域交流の促進や見守り体制の充実を図っています。今後は、このような居場所から子

育て家庭が地域との関わりを得て孤立しないようにするとともに、特に支援が必要な

家庭に対しては行政による福祉的な支援につながるよう、官民協働で子育て支援のネ

ットワークづくりを進めていくことが重要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 地域子育て支援センター「はぐ」＊の整備を進め、地域の子育て支援を担う拠点施

設として市内全域をカバーできる体制を構築します。さらに、子育てひろばについ

ては、常設型施設での実施に加えて、ニーズ量のバランスを取りながら、地域の文

化センターや公会堂等を会場とする地域での出張型の取組も展開していきます。

また、地域子育て支援センター「はぐ」及び子ども家庭支援センター「たっち」につ

いては、身近な場所で気軽に相談ができる地域子育て相談機関として、子育て世

代包括支援センター「みらい」との連携の強化を図ります。 

⚫ 子育てひろばや子ども食堂への支援を通じて、地域社会が子育て家庭を支える取

組を推進します。特に、社会的な認知度の向上等により、利用者側のニーズに加え

て提供者側の参入意欲も高まっている子ども食堂については、支援の拡充を図っ

ていきます。 

⚫ 地域で活動する団体や関係機関と連携を図りながら、特に福祉的な支援を要する

家庭については早期に発見し、行政による支援につなげられるよう、地域における

子育て支援のネットワークを整えていきます。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

子育てひろばの延

べ参加人数 
125,125人 

（R6） 
基準値維持 

出張型も含めた子育てひろ

ばに参加した子ども及び大

人の合計人数です。 

地域子ども・子育て

応援連絡会参加団

体数 

18団体 

（R6） 
33団体 

地域子ども・子育て応援連絡

会に参加した団体数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

子育てひろば事業 子ども家庭支援センター「たっち」「しらとり」、地域子育

て支援センター「はぐ」、私立保育園などにおいて、親子

が気軽に交流や相談できる場を提供するほか、子育て

講座、イベント等の啓発活動を実施します。また、一部の

施設では、常設型に加えて出張型の子育てひろばを実

施します。 

地域子ども・子育て応援

事業 

子ども食堂等の活動団体に対して補助を行うとともに、

地域のネットワークをいかし、地域団体と協働で子ども・

子育てを支える取組を進めます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 子ども食堂などの地域団体との子ども・子育てを応援する活動及び地域のネット

ワークづくりに関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 2 子ども・子育て支援の充実 

施策 4 妊娠期から子育て期までの継続的な支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制が充実し、妊娠、出産、育児のそれ

ぞれの時期に、適切な情報提供や、不安・悩みに対する相談、医療費等の経済的負担を

軽減する支援などが行われており、保護者は安心して子どもを生み育て、子どもは心

身ともに健やかに育つことができる環境が整っています。 

 

■現状と課題 

家族構成や働き方・経済状況の変化等を背景に、子育てニーズは多様化・複雑化し、

子育て家庭の身体的・精神的・経済的な負担が依然として課題となっています。 

妊娠期からの心身のストレスや育児不安・孤立した育児が解消しない家庭は、養育

困難や児童虐待に繋がりやすく、また、家族の障害や心身の不調等が継続している家

庭では、ヤングケアラーの問題として顕在化することもあります。 

このような状況に対応するため、妊産婦や子ども及びその家族の健康と子育てを包

括的にサポートし、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことが求め

られています。市では、母子保健機能と児童福祉機能を統合した子育て世代包括支援

センター「みらい」を包括的な支援拠点である「こども家庭センター*」として位置付け、

関係機関と連携し、子どもや妊産婦、保護者へ必要な支援を行っています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 児童手当等の支給及び医療費等の助成を引き続き行い、子育て家庭を経済的に

支援します。 

⚫ 子育て世代包括支援センター＊「みらい」では、妊娠期から切れ目のない支援を行

うため、母子保健と児童福祉の専門性をいかし、相談支援を一体的・包括的に行い

ます。 

⚫ 母子健康手帳交付時の面談や産後ケアなどの妊産婦支援を充実し、産後うつ等を

防止します。また、乳幼児健康診査、予防接種等を実施し、子どもの発育発達の課

題については、医療や療育機関との連携を強化し、母子の健康の保持増進を図り

ます。 

⚫ 食育や性教育に関する取組を実施し、将来の妊娠を考えながら健康的な生活習慣

を身につけるプレコンセプションケア＊を推進し、心身や養育環境の整った中で妊

娠、出産及び子育てができるよう啓発していきます。 

⚫ 児童虐待の未然防止及び重篤化防止を図るため、地域のネットワークを強化し、子

育て家庭のニーズに対応した、きめ細かいサービスの調整・提供を行うとともに、

通告窓口及び相談支援を行う機関の周知広報など虐待防止の普及啓発を行いま

す。また、ヤングケアラーについて、民間支援団体と協働し、当事者や周囲の大人

の理解を促進するための普及啓発活動や学校等の関係機関との支援体制を整備
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します。 

 

■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

この地域で、今後も

子育てをしていきた

い人の割合 

77% 

(R6) 
80% 

乳幼児健診で実施するアン

ケートで保護者が回答した

割合です。 

児童虐待問題が解

決した相談の割合 58% 

(R6) 
63% 

1 年間の虐待相談のうち、継

続的に相談対応を行い、虐

待に係る問題が解決した割

合です。 

ヤングケアラーから

早期に生活状況や意

見等を聞き取った割

合 

８8％ 

(R6) 
93％ 

1 年間に把握したヤングケア

ラーのうち、把握から 1か月

以内に本人から生活状況や

意見等を聞き取った割合で

す。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

児童手当支給及び子育て

家庭医療費等助成事業 

高校生年代までの児童について、適正に児童手当を支

給するとともに、保険診療の自己負担分を助成します。 

こども家庭センター事業 母子健康手帳交付時の面談により個別の状況を把握

し、妊娠期からの継続的な情報提供や相談支援を行うこ

とで子育て期までの切れ目のない支援を行います。 

母子健康づくり支援事業 

（こども家庭センター事

業） 

適切な時期に乳幼児の各種健診を行い、発育と発達の

確認及び疾病の早期発見と早期治療につなげる保健指

導を行います。また、各種講座を実施し、母子の健康づ

くりを実践できるよう支援するほか、学校等と連携し、

中高生を対象に命の大切さなどを学ぶ性教育講座を実

施します。また、若い世代にプレコンセプションケアを実

施します。 

児童虐待防止事業 

（こども家庭センター事

業） 

児童虐待の早期発見、早期対応に努め、要保護児童対策

地域協議会等＊を通して関係機関との連携強化を図り、

支援体制の充実及び虐待防止の普及啓発を行います。 

ヤングケアラー支援事業 

（こども家庭センター事

業） 

ヤングケアラーの実態を把握するとともに、相談支援を

行うほか、ヤングケアラーの理解を促進し、支援の必要

な子どもを把握するため普及啓発を実施します。また、

ネットワーク会議等を実施し、支援体制の充実を図りま

す。 
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■協働により推進したい取組 

⚫ 子育てに係る情報収集・提供や、児童虐待の防止等に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  〇        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     〇 〇 
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基本施策 2 子ども・子育て支援の充実 

施策 5 ひとり親家庭への支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

ひとり親家庭が自分たち家族にとって必要なサービス等を選択・活用しながら、親

子が自立し、安心して暮らしています。 

 

■現状と課題 

ひとり親家庭を対象とした手当の給付及び医療費の助成を行っているほか、専門の

相談員がひとり親家庭の保護者から相談を受け、資格取得や就業に係る支援、必要な

サービスの提供等を行い、自立を促進していますが、ひとり親家庭は、子育てと生計の

維持を保護者一人で担っていることが多く、様々な困難を伴う場合があり、きめ細や

かな支援が求められています。 

「子ども・子育て支援に関する市民意向調査」、「子どもの生活実態調査」では、ひと

り親家庭は、就労している方の割合は高いものの、世帯としての収入水準は低く、離婚

の際に養育費の取り決めをしていない、取り決めをしても受け取っていない割合も高

くなっています。また、他の世帯と比較して生活満足度も低い傾向にあることから、子

育て、就労、離婚や養育費など様々な面において相談体制の充実と各種支援制度の周

知徹底が必要です。そのため、離婚を考えた時の相談窓口やひとり親家庭に関する情

報をまとめた冊子を配布するなど情報発信を継続していくとともに、ひとり親が相談

しやすい環境を整えて、支援の必要なひとり親家庭が漏れなく相談に繋がるようにし

ていく必要があります。 

 

■施策の方向性 

⚫ ひとり親家庭それぞれの状況に応じて、母子・父子自立支援員がきめ細やかな支

援をするほか、離婚を考えている親の課題整理などもできるよう相談体制を充実

し、各種支援制度の周知徹底を図ります。 

⚫ 就業や転職に係る相談については、就業支援専門員が生活状況や仕事の希望等を

うかがい、ひとり親家庭の親及び子の資格取得や求職活動の支援を行います。 

⚫ 離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交

流の取り決めや離婚後の生活を考える機会を提供するため、講座の開催やひとり

親家庭支援施策に関する情報提供等の取組を推進します。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

母子・父子自立支援

プログラム策定数 

33件 

（Ｒ6） 

（※国の制度

改正後の策定

対象のみを抜

粋した件数） 

基準値維持 

ひとり親家庭を対象とした

就業や生活の安定のための

支援プログラムの策定数で

す。 

ひとり親家庭におけ

る母子・父子自立支

援プログラム策定事

業の認知率 

41.5% 

（R5） 
５０．５％ 

上記事業のひとり親家庭の

認知率です。 

養育費の受給率 
４２．９％ 

（R５） 
５８．５％ 

取決めをした家庭のうち養

育費を受け取ることができ

ている割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

ひとり親家庭自立支援事

業 

支援を必要とするひとり親家庭に対して、情報提供や制

度の周知、資格取得や就業の支援を行うことで自立を

促す取組を行います。 

養育費確保に関する補助

金事業 

ひとり親等の生活の安定のため、養育費の取決めに係

る公正証書等の作成、養育費保証契約の締結等に必要

な費用を助成します。 

 

■協働により推進したい取組 

ひとり親家庭の孤立化防止に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○   ○      ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 2 子ども・子育て支援の充実 

施策 6 教育・保育サービスの充実 

 

■めざす姿（施策の目的） 

就学前の子どもに対して、それぞれの家庭の状況や子どもの個性に応じて必要とさ

れる教育・保育サービスが提供されており、安心して出産し、子育てできる環境が整っ

ています。 

 

■現状と課題 

保護者の働き方や子育ての在り方は社会的に変化しており、保育ニーズは増加及び

多様化しています。このため、認可保育所の開設や定員増を進めた結果、待機児童数

は平成 29 年度（2017 年度）の 383 人をピークとして、令和 4 年度（2022 年度）

は 14人、令和 5年度（2023年度）は 5人、令和 6年度（2024年度）は 0人とな

り、待機児童は順調に解消が図られてきています。保育施設が増加・多様化しているこ

とから、各事業者の保育サービスの質を維持・向上させる取組や人材（保育士）の確保

が求められるとともに、医療的ケア児＊など、特別な支援が必要な児童の受入体制の

拡充のほか、親の就労要件を問わず柔軟に利用できる新たな通園制度（こども誰でも

通園制度）＊の実施が求められています。また、今後は就学前児童人口の減少が進み、

教育・保育サービスの供給過多や地域偏在の課題が想定されることから、引き続き、

社会情勢や保育ニーズの変化などを注視しながら、対応策について早期に検討・着手

することが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 施設への給付や保護者への保育料の助成を通じて、保育園を始めとする保育施設

や幼稚園等の中から、保護者が最適な教育・保育サービスを選択できる環境を整

えます。保育園の延長保育や一時預かり等についても、需要の変化に留意しつつ、

事業を継続します。また、事業者の協力を得ながら、特別な支援が必要な児童等の

個別ニーズへの対応を拡充していきます。 

⚫ 教育・保育の質の維持・向上を図るためには、保育士等の確保と育成が必要なこと

から、保育士等の処遇改善やキャリアアップのほか、業務負担の軽減に取り組みま

す。また、良質な育成環境を維持できるよう、事業者に対する保育支援者巡回支援

や指導検査、第三者評価の受審費用の助成を引き続き実施します。 

⚫ 待機児童を増やさない、発生させないための取組を進めるとともに、今後想定さ

れる教育・保育サービスの供給過多や地域偏在への対応策として、定員調整等の

取組を進めます。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

保育所入所待機児

童数 
0人 

（R6） 
0人 

4 月 1 日時点において認可

保育所の入所要件を満たし、

入所の申込みをしているが

認可保育所等に入所できな

い児童数です。 

キャリアアップ研修

受講率 80.7% 

(R6) 
100% 

保育士の待遇向上と専門性

強化を目的として実施して

いるキャリアアップ研修の受

講率です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

教育・保育の提供 保育コンシェルジュによるきめ細かい相談対応により、

保護者のニーズに合った教育・保育サービスを提供する

とともに、保育施設の定員未充足や地域偏在への対応

策として、定員調整等の取組を進めます。 

教育・保育施設給付・運営

事業 

子ども・子育て支援新制度＊に基づく教育・保育給付を

適正に行うとともに、教育・保育施設が利用者ニーズに

対応した一時預かり、延長保育等の事業を展開する際の

支援を行います。また、特別な支援を必要とする障害児

や医療的ケア児等の受入れの充実を図ります。 

保育施設・保育士等支援

事業 

良質な育成環境の維持・向上を図るため、認可保育所・

認証保育所等に対し、公立保育所長経験者等が助言・相

談等を行う巡回支援を実施します。また、保育士等の処

遇改善や負担軽減に資する事業に対する支援を行いま

す。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 利用者のニーズに沿った多様な保育・教育サービスの提供に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 3 高齢者サービスの充実 

施策 7 高齢者がいきいきするための支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

高齢者が社会とつながり、積極的に外出や交流をしており、自身の知識や経験をい

かして多様な場面で活躍し、健康で生き生きと暮らしています。 

 

■現状と課題 

高齢者が生き生きとした生活を送るとともに、人生１００年時代において貴重な社

会資源として地域の支え手・担い手として活躍するためには、心身ともに健康な期間

である健康寿命を延伸することが大切です。高齢化の進展に伴い、これまでの介護予

防に関する講座や教室の開催等を通じた介護予防・フレイル予防の取組に加えて、今

後は、一人ひとりが習慣的かつ主体的な健康づくりに取り組み、社会とつながり、外出

や人との交流の機会を持ち続け、いくつになっても生きがい・役割を持って活躍でき

る環境づくりが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 府中市勤労者福祉振興公社や府中市シルバー人材センターを支援するとともに、

ハローワーク府中や東京しごとセンター等と連携した取組により、意欲のある高齢

者を多様な就労へとつなげていきます。 

⚫ 高齢者の生活の充実と活動意欲の向上のため、地域と関わり参加ができる場を充

実させるとともに、余暇活動や交流を支援することで、高齢者の社会参加と生き

がいづくりを推進します。 

⚫ 介護予防・フレイル予防の普及啓発を行い、高齢者が日常生活に必要な筋力の維

持、口腔・栄養状態の改善などについて、自主的かつ継続的に取り組み、心身の健

康増進につなげることができる仕組みづくり、地域づくりを進めます。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

高年齢者無料職業

紹介等就業支援事

業による就職者数 

142人 

(R6) 
250人 

高年齢者に対する無料職業

紹介等就業支援事業を利用

して就職した人数です。 

週に１回以上地域活

動を行っている高齢

者の割合 

18.8% 

(R7) 
39% 

市民意識調査で、週に１回以

上地域活動を行っていると

回答した高齢者の割合です。 

介護予防に意識して

取り組んでいる高齢

者の割合 
R7より調査 

基準値

+25% 

無作為抽出によるアンケート

で、介護予防に意識して取り

組んでいると回答した高齢

者の割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

高齢者就労支援事業 府中市勤労者福祉振興公社や府中市シルバー人材セン

ターへの支援を通じ、希望する高齢者が働きがいをもっ

て就労できるようにしていきます。 

高齢者いきがい・居場所

づくり支援事業 

高齢者の居場所となるシニアクラブ＊などの活動の支

援や敬老事業等により、高齢者の生活意欲の向上を目

指します。 

介護予防事業 介護予防推進センター、文化センター等の地域の会場で

介護予防に関する講座や教室等を行い、高齢者の介護

予防・フレイル予防を支援します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 高齢者の居場所づくりや、活躍の機会の創出に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○     ○  ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 3 高齢者サービスの充実 

施策 8 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

認知症、その他の疾病や一人暮らしである等の理由により支援を必要とする高齢者

とその家族を、地域住民、事業者、関係機関等で見守り、支え合うネットワークが構築

されており、全ての高齢者が安心して暮らしています。 

 

■現状と課題 

今後、高齢化がますます進む中においても高齢者が社会から孤立せず、自身の望む

生活を送ることができるよう、医療及び介護の専門職に加え、地域住民や事業者等も

一体となって支えていく地域包括ケアシステム＊を更に深化・推進していくことが重要

であり、その中心を担う地域包括支援センターの相談支援、権利擁護、虐待防止等の

機能の充実が必要です。また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、在

宅で各種の医療・福祉サービスを受けることができる仕組みづくりも必要であり、医療

と介護の連携を更に充実させていくことが求められています。 

加えて、認知症等の疾病がある人も安心して生活ができるよう、必要な周囲の理解

や見守り・サポート体制を充実させ、高齢者の誰もが尊厳と希望を持って生活できる

環境を整えることが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 市内に 11 か所ある地域包括支援センターの機能の充実を図るとともに、地域住

民、事業者、関係機関等による高齢者の見守りや支え合いのネットワークが広がる

よう推進します。また、市民が必要とする情報を入手できるよう、分かりやすい情

報提供に努めます。 

⚫ 医療的ケアが必要になっても、在宅での療養生活や看取りを選択できるよう、医

療・介護連携の充実を図り、療養環境の整備を進めます。 

⚫ 互いに尊重し、支え合いながら共生できるよう、認知症に関する正しい知識・理解

を広めるとともに、認知症のある人及びその家族への支援の充実を図ります。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

地域包括支援センタ

ーの認知度 47.5% 

（R5） 
65.5% 

地域包括支援センターが高

齢者の総合的な相談を行っ

ていることを知っている 18

歳以上の市民の割合です。 

医療介護連携率 
医療 72.2% 

介護 58％ 

（R4） 

医療 75% 

介護 75% 

医療従事者及び介護サービ

ス事業者が「医療と介護が連

携している」と感じる割合で

す。 

ささえ隊ネット＊登

録者数 

1,815人 

(R6) 
2,100人 

認知症サポーター養成講座

を受講した人のうち、認知症

のある人やその家族を支援

するボランティア活動等を行

う「ささえ隊ネット」に登録し

ている市民の人数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

地域包括支援センター事

業 

高齢者とその家族へ必要な支援が提供できるよう、地

域包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実、

センター間の情報共有の徹底、さらには地域の保健、医

療、福祉関係者に加え、福祉エリア＊の関係団体等との

ネットワークづくりを進めます。 

在宅医療・介護連携推進

事業 

医療と介護が必要な在宅高齢者を支えるため、介護従

事者と医療関係者間の顔の見える関係づくりと、連携や

協働に向けたネットワーク構築を進めます。 

認知症対策事業 認知症に関する普及啓発を行うとともに、認知症の人が

早期に診断や必要な支援を受けられる体制を整備しま

す。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 高齢者の見守りネットワークに関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○ ○ ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
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      ○ 

65



基本施策 4 障害者サービスの充実 

施策 9 障害者の社会参加の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

障害のある人が地域の一員として地域における交流活動に参加するほか、社会の一

員として、その人らしく働くことができるなど、積極的な社会参加が可能なまちになっ

ています。 

 

■現状と課題 

障害に関する理解を深めるため、各種イベントの開催や啓発活動等を行っています

が、今後は様々な団体や事業者との連携・協働により、ノーマライゼーション＊に対す

る理解促進に向けた一層の取組が求められています。また、地域を中心とした活動に

参加しやすくなるよう、障害のある人と地域の人との交流の機会や場づくりの支援を

行うことや、多様な活動に参加しやすいように移動・移送サービスの充実を図ることも

必要です。府中市立心身障害者福祉センターにおいて障害者就労支援事業を行ってい

ますが、就労支援、就労定着支援の充実を図るとともに、障害のある人の雇用促進や

働きやすい職場づくりについて、ハローワーク等と連携し、市内企業等に向けて意識

啓発や必要となる支援を行うことが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 障害に関する知識や障害のある人への理解を広め、お互いの個性を尊重し合い、

つながり合い、支え合う地域共生社会を目指し、ノーマライゼーションの理念の普

及を推進します。 

⚫ 障害のある人と地域の人との交流を推進するとともに、様々な活動への参加手段

として、移動・移送支援の充実を図ります。 

⚫ 関係機関と連携を図りながら、障害のある人の一般就労への支援や就労後の定着

の支援を行うとともに、就労機会の確保や就労に向けた相談・支援体制の充実を

図ります。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

障害者地域交流促

進事業参加者数 
6,325人 

（R6） 
6,500人 

障害者軽スポーツ大会、

WaiWaiフェスティバル及び

プール開放の参加者数です。 

移動・移送サービス

利用者 3,360人 

（R6） 
3,460人 

心身障害者福祉タクシー事

業及び心身障害者自動車ガ

ソリン等費用助成事業を利

用した人数です。 

就労移行支援事業

等を利用した一般就

労への移行者数 

89人 

（R6） 
99人 

就労移行支援事業等を利用

し、一般就労した人数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

障害理解・意識啓発の推

進事業 

障害者軽スポーツ大会や WaiWai フェスティバルなど

のイベントを開催するとともに、広報紙やホームページ

を活用した啓発活動を実施します。 

障害者自立移動支援事業 福祉タクシー券の助成を行うとともに、ガソリン費の助

成を行います。 

就労支援事業 就労相談を通して一人ひとりの状態や日常生活に合わ

せた総合的な支援を行い、職場開拓や企業とのマッチン

グ、就労した後の職場への定着を支援します。必要に応

じてジョブコーチ（現場適応支援者）を、関係機関の協力

のもとに活用します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 障害理解や意識啓発に関するイベントの実施や、障害のある人の就労に関するこ

と。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

         〇 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     〇 〇 
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基本施策 4 障害者サービスの充実 

施策 10 障害者差別の解消と相談支援機能の充実 

 

■めざす姿（施策の目的） 

市民が、障害の有無に関わらずお互いを尊重し合い、家庭や職場で自分らしく過ご

せています。また、障害のある人やその家族からの悩みに応じる体制が整備され、必

要とする人への適切な相談支援が行われています。 

 

■現状と課題 

平成 28 年度（2016 年度）に障害者差別解消法が施行された後、平成 30 年度

（2018 年度）には東京都が民間事業者における合理的配慮を義務化した条例を制定、

令和 6年 4月には改正障害者差別解消法が施行され、合理的配慮が努力義務から義

務へと変更になりました。本市においても不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の

提供＊に関する取組を引き続き行います。今後も啓発を行うとともに、障害のある人

への虐待の防止や権利擁護の推進に関する取組に注力することが必要です。 

また、4 つの地域生活支援センター＊（委託相談支援事業所）が連携して相談支援を

行っていますが、児童から高齢期までのライフステージ全体を包括した一体的な相談

支援ニーズへの対応が課題となっていることから、体制の充実・強化を図り、障害のあ

る人に寄り添い、意思決定を支援していくことが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 障害のある人が望む合理的配慮の提供を進めるとともに、障害を理由とする差別

の解消に向けた意識啓発や虐待の防止、権利擁護体制の充実や成年後見制度の利

用促進などを図ります。 

⚫ 基幹相談支援センター＊を中核としたネットワークを構築するとともに、障害のあ

る人が身近な場所で気軽に相談できる体制の整備、障害の特性やライフステージ

に応じたサービスの提供等に関する相談支援機能の充実を図ります。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

社会的障壁＊の認

知度 
39% 

(R6) 
41% 

市内中学 1 年生 2,200 名

及びその保護者の認知度で

す。 

計画相談＊の支給

決定者数 

1,847人 

（R6） 
1,950人 

障害者総合支援法に基づく

計画相談の利用者数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

障害者差別解消推進事業 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議＊において事

例の共有や意見交換、啓発ツール等を検討します。ま

た、市内の民間事業者に向けて、障害を理由とする不当

な差別的取扱いの禁止や障害のある人への合理的配慮

の提供について周知し、建設的な対話を促します。 

障害者相談支援事業 基幹相談支援センターと連携した相談支援体制を構築

し、障害特性に応じた専門的かつ地域に根ざした相談支

援を実施します。 

障害者等地域自立支援協

議会運営事業 

相談支援機能の向上のため、障害当事者のニーズを踏

まえた地域の課題を共有し、課題解決に向けて協議しま

す。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 合理的配慮の提供や相談支援のネットワークに関すること。  

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

         ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 4 障害者サービスの充実 

施策 11 障害者の地域生活支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

障害のある人の地域生活を支えるサービスや支援体制が充実しており、誰もが住み

慣れた地域で安心して自立した暮らしができています。 

 

■現状と課題 

市内の障害に関する手帳所持者数は増加傾向にあり、障害福祉サービスの実績も

増加しています。今後も増加が見込まれるため、必要とするサービスを利用できるよ

う、障害特性や希望を踏まえたサービス提供体制の充実に努めるとともに、地域生活

の基盤となるグループホームの整備・充実や、地域移行支援、地域定着支援、自立生活

援助の利用促進を図ることが求められています。また、府中市手話の普及及び障害者

の意思疎通の促進に関する条例に基づき、障害の特性に応じた意思疎通手段の利用

の促進等の取組を進めており、今後、更に充実させていくことが必要です。さらに、障

害のある人が住まいを借りやすくなる仕組みの検討や、それぞれの支援を担う機関が

役割分担の上で緊密に連携し、障害のある人が住み慣れた地域で暮らせる体制づくり

を進めることが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供するとともに、グループホー

ムの整備や入院・入所している人の地域移行・地域定着を支援します。 

⚫ 障害の有無に関わらず、全ての市民が相互に尊重し合いながら安心して暮らすこ

とができるよう、手話通訳者等の意思疎通支援者の養成や障害者への情報保障の

充実を図るなど、障害者の意思疎通を促進する取組を推進します。 

⚫ 障害のある人の高齢化や「親亡き後」＊を見据え、相談、一人暮らしの体験の機会

や場の提供、緊急時対応等の機能を担う地域生活支援拠点等について、支援機関

とサービス提供事業所等との連携・協働により運営するとともに、機能の充実を図

ります。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

入院（所）中の精神

科病院や福祉施設か

ら地域生活へ移行し

た障害者の人数 

6人 

（R6） 
9人 

入院（所）中の精神科病院や

福祉施設から地域生活へ移

行した障害者の数です。 

地域生活支援拠点

の拠点登録事業所

数 

８か所 

（R6） 
14か所 

地域生活支援拠点の登録事

業所数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

自立支援給付等事業  障害のある人が社会生活を営む上で必要とする介護サ

ービス、心身の機能回復訓練、就労のための技能習得訓

練等のサービスや、障害を軽減するための医療及び補

装具費に関する給付を行います。 

地域生活支援事業 障害者総合支援法に基づき、手話通訳者、要約筆記者の

派遣、外出のための支援、日常生活用具の給付等を行い

ます。 

地域生活支援拠点等運営

事業 

相談、体験の機会や場の提供、緊急時の対応、専門性の

確保、地域の体制づくり等の機能を既存の支援機関、施

設、障害福祉サービス提供事業所等が分担して担う面的

整備型の地域生活支援拠点等を運営します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 関係者が情報共有や連携を図ることができる包括的なシステムの構築に関するこ

と。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

         ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 4 障害者サービスの充実 

施策 12 障害児への支援の充実 

 

■めざす姿（施策の目的） 

障害のある児童が、必要とするサービスの提供とライフステージを見通した切れ目

のない支援を受けており、心身ともに健やかに成長・発達しています。 

 

■現状と課題 

子ども発達支援センター＊は、切れ目のない支援を提供する中核施設として、0 歳

から 18 歳までの発達や障害の特性等に応じた困りごとに対して相談業務をはじめと

する各種支援を実施するほか、関係機関との連携による支援体制を構築します。さら

に、保育所等訪問支援や巡回相談、研修の実施により、保育所等における障害のある

子どもの育ちの支援に協力することで、障害の有無に関わらず子どもが共に育ち暮ら

していく環境づくりを進めていくことが求められています。 

また、医療的ケア児＊が安心して安全に利用できるための施設や看護師等の社会資

源が全体的に不足しているため、保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関係機関が

連携を図ることで、医療的ケア児が心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよ

うにすることが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 障害のある児童がそれぞれ必要とする支援が受けられるよう、相談体制を充実す

るとともに、児童福祉法に基づく障害児通所支援等のサービスを提供します。 

⚫ 関係機関との連携・協働を図りながら、障害の早期把握・早期対応を進めるととも

に、障害の状況に応じた切れ目のない支援体制の整備と充実を図ります。 

⚫ 医療的ケアを必要とする児童を支援するため、関連機関との連携を推進します。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

総合相談＊の件数 841件 

(R6) 
845件 

子ども発達支援センター総

合相談の件数です。 

グループ・個別支援

件数 

グループ支援

700件(R6) 

個別支援 

886件(R6) 

グループ支援

702件 

個別支援 

888件 

子ども発達支援センターに

おけるグループ支援及び個

別支援の延べ件数です。 

子ども発達支援セン

ターにおける利用者

満足度 

95% 

(R6) 
100％ 

子ども発達支援センターに

おける児童発達支援事業及

び保育所等訪問支援事業の

利用者の満足度です。 

医療的ケア児等コー

ディネーターの登録

者数 

12人 

(R6) 
16人 

市内民間事業所の医療的ケ

ア児等コーディネーター研修

の修了者数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

児童発達支援事業 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保

や充実を図ります。 

子ども発達支援センター

運営事業 

乳幼児期から学齢期までの発達特性に応じた困りごと

に対して、関係機関との連携による支援体制を構築しま

す。 

医療的ケア児支援推進事

業 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携強化を図る

ほか、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

等により、関連分野の支援調整を行います。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 「ちゅうファイル（支援ファイル）＊」の活用による継続した支援に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○       ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 5 社会保障制度の充実 

施策 13 高齢者医療制度の普及と推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

健康寿命の延伸に伴い、元気で生き生きとした後期高齢者が増えています。また、

後期高齢者医療制度の安定的な運営により、病気やけがなどをした際には、誰もが安

心して最適な医療を受けることができています。 

 

■現状と課題 

団塊の世代が後期高齢者となったことにより、被保険者数が増加しましたが、誰も

が安心して医療を受けられるよう、後期高齢者医療制度を持続可能なものにすること

が必要です。そのため、人生 100 年時代を見据え、高齢者の健康増進・健康維持に向

けたきめ細かい対応や、保険料の確実な収納、医療費の適正化に係る情報提供など、

制度の安定的な運営に資する取組の着実な推進が求められています。  

 

■施策の方向性 

⚫ 制度の実施主体である東京都後期高齢者医療広域連合との密接な連携により、制

度内容の周知を始め、各種手続の受付や保険料徴収、さらには、健康診査とその

結果を基に必要な支援につなげ、フレイル予防の取組を実施するなど、制度運営の

安定化や医療費の適正化を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R11） 
指標の説明 

後期高齢者医療保

険料収納率 
99.4％ 

（R6） 
99.8％ 

後期高齢者医療保険料調定

額に対する収入額の割合で

す。 

後期高齢者医療健

康診査受診率 
61.8％ 

（R6） 
67.1％ 

後期高齢者医療健康診査対

象者に対する受診者の割合

です。  

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

後期高齢者医療保険料徴

収事業 

後期高齢者医療被保険者から、特別徴収・普通徴収によ

り保険料を徴収します。 

後期高齢者医療制度運営

費負担事業 

後期高齢者医療制度の安定した制度運営に寄与するた

め、東京都後期高齢者広域連合の運営費を負担します。 

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療被保険者の健康づくりと医療費の適正

化のため、東京都後期高齢者医療広域連合から委託を

受けて健康診査を実施します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ ジェネリック医薬品への切り替えといった医療費の適正化や、フレイル予防といっ

た健康寿命の延伸に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  〇        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      〇 
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基本施策 5 社会保障制度の充実 

施策 14 国民健康保険の運営 

 

■めざす姿（施策の目的） 

市民の健康意識が高まっており、一人ひとりが健康の保持・増進や疾病の予防・早期

発見などに努めるとともに、国民健康保険制度の安定的な運営により、誰もが必要な

時に適切な医療を受けることができています。 

 

■現状と課題 

国民健康保険制度は、平成30年度（2018年度）から、財政の安定や効率的な事業

運営を目的として、都道府県と市区町村が共同して運営を行うこととなりました。本市

においては、東京都が算出する標準保険料（税）率＊と比較して本市の保険税率が低く、

その影響から、赤字を補填する一般会計からの繰入金は、他市と比べて被保険者一人

当たりの額が多くなっています。このことからも、財政健全化等への更なる取組が求

められています。 

財政健全化に向けた取組として、計画的な保険税率の見直しとともに、多様な納付

手段の周知等により、期限内納付を推進し、迅速かつ適正な滞納処分など、税収の確

保並びに収納率の維持・向上のための取組が求められています。また、特定健康診査

等の実施により生活習慣病の予防・早期発見に努めるとともに、その他の医療費適正

化に向けた事業を計画的に展開していますが、今後は健診の更なる受診率向上に向け

た取組も求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 納付手段の周知や滞納整理の強化などによる税収確保に努めるとともに、特定健

康診査や特定保健指導などの保健事業の普及啓発方法の見直しを図り、受診率の

向上にも努めるなど、被保険者の健康保持・増進と併せて将来的な医療費の適正

化にも取り組むことで、安定した国民健康保険制度の運営を目指します。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

国民健康保険税収

納率 87.7％ 

(R6) 
89.4％ 

国民健康保険税調定額（現

年課税分・滞納繰越分の合

計）に対する収入額の割合で

す。 

特定健康診査受診

率 

49.1％ 

(R6) 
59％ 

特定健康診査対象者に対す

る受診者の割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

国民健康保険運営事務 制度を安定的に運営するため、適切な資格管理による

課税を行うほか、納付手段の周知等により収納率の向

上を図ります。 

国民健康保険保健事業事

務 

特定健康診査や特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予

防事業などを実施します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 健康の保持・増進や疾病の予防・早期発見に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 5 社会保障制度の充実 

施策 15 介護保険制度の円滑な運営 

 

■めざす姿（施策の目的） 

高齢者が必要な介護保険サービスを適切に利用できており、自身の尊厳を保持しつ

つ、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができています。 

 

■現状と課題 

高齢化の進展による介護サービス量の増加に伴い、給付費が伸び続けていることか

ら、制度の安定性・持続可能性を高める取組を強化することが求められています。 

また、市内にある介護サービス事業者の半数以上が、職員が不足していると感じて

おり、介護人材に対する取組も求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 給付適正化事業などの保険者機能の強化を進めつつ、サービス基盤の整備を図る

ことにより、介護が必要な方に適正なサービスが提供できるように、介護保険の円

滑な運営を進めます。 

⚫ 新たな人材確保につなげる取組や人材育成のための専門研修、人材の定着化を図

るための取組などを実施し、多様化する高齢者の介護・福祉ニーズに対応します。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

介護保険の軽度者

が重度化する割合 

 

36.1％ 

（R6） 
35％ 

介護認定の更新申請の結

果、前回の介護度よりも重度

化している人の割合です。 

介護サービス利用者

に対する介護支援専

門員＊の人数 

142人 

(R6) 
157人 

居宅介護支援事業所におけ

る介護サービス利用者に対

する介護支援専門員の人数

です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

介護保険給付適正化事業 介護サービスを必要とする人を適切に認定した上で、利

用者が必要とするサービスを介護サービス事業者等が

適正に提供するよう取り組みます。 

介護保険支援事業 介護サービス事業者に対して、人材育成に関する取組や

研修等の必要な支援を行うことにより、介護現場の業務

改善を図り、介護人材の確保や定着に取り組みます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 介護保険制度の内容や介護方法などについての理解・普及や、介護人材の確保に

つながる介護サービス事業者への支援、災害時などに必要となる高齢者への支援

に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 6 生活の安定の確保 

施策 16 低所得者の自立支援 

 

■めざす姿（施策の目的） 

経済的に困窮する市民が自身の状況に応じた支援や情報につながることができる

相談体制等が整備されており、生活保護制度を含めた様々な施策によってその困窮状

態が解消されています。 

 

■現状と課題 

生活困窮者自立支援法の改正により、住居確保給付金制度を拡充するなどより使

いやすい制度を提案できるようになり、「断らない相談窓口」として、包括的に相談を

受け、支援できる体制を整備しています。また、子どもの学習・生活支援事業を実施し、

貧困の連鎖の防止にも努めていますが、社会的に孤立した困窮状態にある方をいかに

把握し、早期の支援につなげていくかが課題となっています。また、生活保護受給世帯

の経済的自立に向けて、ハローワークとの協働による「就労支援コーナーふちゅう」を

開設していますが、就労が決定した人を増やすことに加え、就労後に離職しないようフ

ォローすることが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 「断らない相談窓口」を徹底するとともに、相談者に対するきめ細かい支援を継続

して行います。また、地域の関係機関や関係団体との連携により、潜在的に困窮状

態にある方が生活保護等の必要となる支援につながる取組を展開します。 

⚫ 早期に離職することなく、安定した就労を継続できるよう支援するとともに、特に

一人では就労に結び付かない人には、本人の生活環境の整備や、本人の希望や特

性に合った就労支援を実施するなど、誰もが社会とつながり、孤立することのない

よう関わっていきます。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

生活困窮者自立支

援に関わる新規相談

件数 

487件 

（R6） 
500件 

生活困窮に関する市民から

の新規相談件数です。 

生活保護受給者の

就労決定数 
39件 

（R6） 
49件 

生活保護受給者に就労支援

を実施した結果、就労が決定

した件数です。 

生活保護受給者の

就労定着率 
71.8% 

（R6） 
82％ 

生活保護受給者が就職決定

後、3か月以上就労を継続し

た割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

生活困窮者自立支援事業 地域福祉コーディネーター＊やわがまち支えあい協議会

＊などと連携し、地域で孤立している方や潜在的な困窮

状態の方を早期の支援につなぎます。また、支援に際し

ては、複合的な課題を抱えた方に対して包括的な支援を

実施します。生活困窮者自立支援法の改正に合わせた

支援も拡充し、きめ細やかな対応を目指します。 

生活保護受給者自立支援

事業 

生活保護受給者の経済的自立に向けて、一人ひとりの

状況に合わせた就労支援を実施します。また、就労決定

後の定着支援にも注力するとともに、就労以外の各種

支援も実施することにより、社会的自立の促進と社会的

孤立の防止を目指します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 地域の中で孤立し、困難を抱える方の把握や早期支援のほか、低所得者や要支援

者の支援に係る多様な働き方に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○ ○        ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 6 生活の安定の確保 

施策 17 住宅セーフティネット制度の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

高齢者や低額所得者等の住宅の確保に特に配慮を要する方（住宅確保要配慮者）に、

公的賃貸住宅を適切に供給することに加えて、民間賃貸住宅を活用した居住支援が行

われており、誰もが安心して暮らすことができています。 

 

■現状と課題 

住宅セーフティネットの根幹は市営住宅等の公的賃貸住宅であるものの、民間賃貸

住宅の空き家・空き室についても有効に活用することが求められています。このこと

から、府中市居住支援協議会を設置し、住まい相談窓口を設けることで、民間賃貸住

宅への入居につなげるとともに見守りを行うなど、住宅確保要配慮者への支援を行っ

ています。 

しかしながら、単身高齢者世帯の増加、持家率の低下等により住宅確保要配慮者の

民間賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まる一方で、管理上の対応が増加

する可能性に不安を感じる賃貸人が、入居を拒む事例も見受けられます。 

このことから、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制をさらに強化し

ていくことが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 市営住宅を適切に管理するとともに、セーフティネット住宅＊をはじめとした民間

賃貸住宅の空き家・空き室の有効活用を図るため、住宅確保要配慮者への支援と

賃貸人の不安解消に取り組み、住宅セーフティネット制度を強化・推進していきま

す。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

住宅セーフティネッ

ト住まい相談事業に

おける住宅確保要配

慮者の住み替え割合 

90.8％ 

（R6） 
97％ 

相談件数（相談者の都合で

取りやめた件数を除く）に対

し、住み替えが決定した割合

です。 

市営住宅における所

得基準内世帯の割

合 

９4.5％ 

（R6） 
９6％ 

条例で定める収入基準内の

世帯の割合 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

市営住宅管理運営事業 住宅を必要とする高齢者や低額所得者等の市営住宅へ

の入居機会を確保するため、世帯の所得状況に基づい

た適切な管理に努めます。また、住宅の長寿命化を図る

ため、計画的な改修や修繕等を実施します。 

居住支援事業 高齢者、低額所得者、障害者、子どもを養育している方

などの住宅確保要配慮者に対し、住まいに関する相談窓

口を通じて、各関係機関が行う生活支援との連携を図

り、民間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 住宅確保要配慮者の居住支援に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 7 共に生きるまちづくりの推進 

施策 18 つながり支え合う地域づくり 

 

■めざす姿（施策の目的） 

地域において福祉課題に関する相談を受け止め、支援する環境が整備されており、

地域住民が日頃から互いに関心を持ち、つながり合いながら、それぞれが主体的に課

題解決に向けて取り組んでいます。 

 

■現状と課題 

団塊の世代が後期高齢者となったことにより、医療や介護サービスの需要がさらに

高まると見込まれるとともに、近年、困りごとを抱える方の課題が複雑・複合化してき

ている状況にあります。そのため、従来の公的な福祉サービスの充実だけではなく、福

祉施策の横断的連携による切れ目のない支援を行うことが以前にも増して必要とな

ってきます。これまで進めてきた住民を始めとした様々な活動主体が参画、連携する

支え合いの仕組みづくりを更に進め、総合的かつ包括的な相談・支援体制を充実させ

ていくことが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 文化センター圏域を基礎とした 11 の福祉エリアで、地域の生活課題について分野

を超えて総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う包括的な相談支援体

制の充実を図ります。 

⚫ 各福祉エリアにおいて、住民が抱える様々な困りごと及び生活課題について、地域

福祉コーディネーター＊が支援し、地域の多様な主体が課題解決に取り組む体制

づくりを強化します。 

⚫ 複合化・複雑化した課題に対応するため、総合相談窓口を充実させるとともに、属

性を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支援及び地域づくりに向けた支

援の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業＊を推進します。  
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

家族、知人以外に相

談できる相手がいる

人の割合 

50.5% 

（R6） 
60% 

市民意識調査により把握し

た、困ったときに家族、知人

以外で相談できる人がいる

と答えた市民の割合です。 

重層的支援会議＊ま

たは支援会議＊の開

催回数 

R7より開催 8回 

多機関協働事業者が主催す

る重層的支援会議または支

援会議の延べ回数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

地域福祉コーディネータ

ー事業 

困りごと相談会の実施などを始めとする相談・支援体制

の充実を図るとともに、地域の多様な主体が連携し、課

題解決に取り組むための調整を図ります。 

重層的支援体制整備事業 属性を問わない相談支援、多様な社会参加に向けた支

援及び地域づくりに向けた支援の 3 つの支援を一体的

に実施し、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制の構築に取り組みます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 地域における助け合い、支え合いの仕組みづくりに関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○  ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 7 共に生きるまちづくりの推進 

施策 19 安心して生活できる福祉環境の整備 

 

■めざす姿（施策の目的） 

高齢者、障害者、子ども、外国人などを含めた全ての人にとって、安心して住みやす

いまち、訪れやすいまちになっています。 

 

■現状と課題 

高齢化社会が進展する中で、多様な人々が共生する社会の実現が求められており、

すべての人が快適に生活できる社会を目指すことが必要です。物理的、情報的、意識

的なバリアを取り除くバリアフリーや、文化、言語、国籍、年齢、性別、能力などの個人

の違いにかかわらず、できるだけ多くの人々が利用できる設計であるユニバーサルデ

ザインを推進するには、その重要性を理解してもらうための啓発活動が不可欠です。

また、認知症や障害などによって物事を判断する能力が不十分な方が、地域で安心し

て暮らせるよう、成年後見制度の利用を促進することに加え、利用者が安心して福祉

サービスを受けることができるよう、福祉サービスの提供体制の確保や質の向上を図

ることなどが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 全ての人が生き生きと快適に暮らし、安心して訪れることができるまちづくりを実

現するため、バリアフリー及びユニバーサルデザインを推進します。 

⚫ 社会福祉協議会、法律関係専門職、福祉関係者、医療関係者等の連携強化を図り、

様々な理由で判断能力が不十分な方の生活が守られ、地域で安心して暮らせるよ

うに、成年後見制度の利用促進により権利擁護を推進します。 

⚫ 福祉サービス提供事業者への運営指導や支援を通して、サービスの質の向上を図

ります。また、事業者自らのサービスの質の向上と透明性の確保に向けた取組を

支援することで、利用者が安心してサービスを利用できるような体制整備を推進

します。 
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■指標 

指 標 名 基準値 
目標値 

（R11） 
指標の説明 

心のバリアフリー＊

の認知度 
44％ 

（R6） 
50％ 

市民意識調査により把握し

た「心のバリアフリー」を知っ

ている人の割合です。 

後見活動メンバーの

登録者数 
97人 

（R6） 
113人 

後見人になるための講座を

修了し、後見人候補として登

録した市民の人数です。 

福祉サービス第三者

評価受審費用助成

制度を活用している

事業所の割合 

7.9％ 

（R6） 
9％ 

福祉サービス第三者評価受

審費を助成した市内福祉事

業所の割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

福祉のまちづくり推進事

業 

（福祉のまちづくり環境整

備助成事業） 

バリアフリー整備基準の徹底を図るため、建築事業者に

対する着工前の事前協議及び指導を実施するとともに、

既存建物のバリアフリー化を促進するため、福祉のまち

づくり環境整備費の助成を行うほか、心のバリアフリー

及びユニバーサルデザインを推進するための普及啓発

を行います。 

権利擁護センター事業 権利擁護センターふちゅう＊を運営し、成年後見制度の

利用促進・普及啓発を図ります。また、市民後見人養成

のための講習を実施するとともに、後見人同士の情報

交換会の実施など、円滑な後見活動のための支援を行

います。 

福祉サービス第三者評価

受審助成事業 

福祉サービス事業者のサービス向上と利用者への情報

開示を促進するため、事業者に対し福祉サービス第三者

評価制度の周知と受審費用の助成を行い、制度の普及

啓発を図ります。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ ソフト及びハードの両面におけるバリアフリーとユニバーサルデザインの普及啓発

や推進に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    ○     ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
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○      ○ 
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基本目標2（生活・環境）　緑とともに暮らせる　快適で安全安心なまち

基本施策1　緑と生きものを育むまちづくりの推進

施策20 生物多様性の保護と回復

施策21 公園緑地等の活用促進

基本施策2　生活環境の保全・向上

施策22 環境に配慮した活動の促進

施策23 まちの環境美化の推進

施策24 公害対策の推進

施策25 斎場・墓地の管理運営

基本施策3　循環型社会形成の推進

施策26 ごみの発生抑制・循環的な利用の促進

施策27 継続的・安定的なごみの適正処理の確保

基本施策4　交通安全・地域安全の推進

施策28 交通安全の推進

施策29 地域安全の推進

基本施策5　災害に強いまちづくりの推進

施策30 防災危機管理体制の強化

施策31 地域防災力の向上

施策32 震災に対応した建築物等の誘導
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基本施策 1 緑と生きものを育むまちづくりの推進 

施策 20 生物多様性の保護と回復 

 

■めざす姿（施策の目的） 

生物多様性＊の理解が進み、身近な自然環境の保全と持続可能な活用等を通じて

自然との共生を図り、人と自然が調和した豊かな恵みが得られるまちとなっています。

また、あらゆる主体と協働しながら、地域の自然環境や生物多様性を後世へと守り育

てる取組がなされています。 

 

■現状と課題 

浅間山、武蔵台緑地、府中崖線や多摩川などの豊かな自然に恵まれ、貴重な生態系

が残されていますが、土地の開発等により身近な自然環境が失われつつあります。市

民の生物多様性に関する理解は進んでいない状況にあるため、生物多様性の必要性

について市民一人ひとりが理解し、保全に向けた行動ができるよう、更なる普及啓発

が必要です。一方で、生態系や市民の暮らしを脅かす特定外来生物＊等については、

適切な対応が求められます。また、環境保全活動に関心を持つ市民が実際に活動に参

加できる仕組みづくりが必要です。さらに、環境保全活動団体と研究機関等が連携し、

より効果的な活動を展開していく必要があります。 

 

■施策の方向性 

⚫ 生物多様性の重要性を普及啓発し、市民、事業者を含めたあらゆる主体が生物多

様性を守る行動をできる取組を展開します。 

⚫ 府中市固有の生態系と生息環境の保護と回復を推進します。 

⚫ 生物多様性を保全する担い手が生まれる仕組みづくりを推進します。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

生物多様性の価値や現

状を理解している市民

の割合 

69.6% 

（R6） 
87.2% 

市民意識調査により把

握した生物多様性の価

値や現状を理解してい

る市民の割合です。 

生物多様性や自然環境

の保全につながる行動

＊を始めている市民の

割合 

 

＊地球環境に配慮して

生産された食材や木製

品等の利用、ペットの

責任ある飼育、自然環

境保全活動への参加な

ど 

23.8% 

(R6) 
30% 

市民意識調査により把

握した自然環境の保全

につながる行動を始め

ている市民の割合で

す。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

生物多様性地域戦略推進事

業 

イベントの開催など、生物多様性の理解につながる

取組を行い、市内の希少な生き物や特定外来生物な

どの情報発信を行うとともに、市民が生物多様性の

保全と持続的な利用につながる行動を日常的に実

践できるよう普及啓発を推進します。 

自然環境保全活動促進事業 市民が気軽に自然環境を保全する取組を始められ

る機会を創出します。市民、環境保全活動団体、自治

会、教育・研究機関（学生）、行政などの各主体がつな

がり、相互に活動の担い手を供給する環境を創出し

ます。小中学校と連携し、次世代の担い手を育成す

るための環境教育の充実を図ります。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 生物多様性の理解を進める活動、生物に関する調査や保全、活動団体における次

世代の担い手の育成に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   〇  〇     

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇   〇 〇  〇 
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基本施策１ 緑と生きものを育むまちづくりの推進 

施策 21 公園緑地等の活用促進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

多様なニーズに対応した公園が安心・安全に利用できる環境が整っており、様々な

主体が協働しながら緑のまちづくりに取り組んでいます。 

 

■現状と課題 

水と緑のネットワークの形成＊の考え方に基づき、市立公園の面積を増やすなど緑

の量的な拡充を行い、質の向上を目指して緑のまちづくりを進めてきました。引き続

き緑の保全と拡充を図るとともに、今後は更なる質の向上を図るため、公園緑地等を

より魅力的な空間とすることが求められます。公園緑地等が、世代間の交流が生まれ

る憩いの空間、市民の健康づくりや防災・減災に役立つ空間など様々な用途で使用で

きるよう、機能の充実化を図ります。また、誰もが快適に利用できる維持管理に取り組

むことが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 様々な年代のニーズに即した公園施設の整備を推進するとともに、誰もが安全・安

心に利用できるように適切な維持管理を行います。 

⚫ 緑を育て、緑に育てられる「緑育＊」のまちづくりの観点を踏まえ、緑のパートナー

＊である市民や事業者など様々な主体との協働による公園の管理運営の取組を

広く展開します。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

市民 1人当たりの都市

公園面積 

6.93㎡ 

（R6） 
７．０㎡ 

都市公園の面積を市民

１人当たりに換算した

数値です。 

公園や都市緑化で緑あ

ふれるまちとしての市

民満足度 
67.5% 

（R6） 
７５.1% 

市民意識調査で把握し

た、公園や都市緑化で

緑あふれるまちとして

満足している市民の割

合です。 

インフラ管理ボランテ

ィア制度（府中まちな

かきらら）＊に長期登

録をした団体数 

86団体 

（R6） 
100団体 

公園清掃等のボランテ

ィア活動を１年以上継

続して月に2日以上行

う登録団体数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

公園緑地等維持管理事業 指定管理制度などの官民連携手法を効果的に活用

し、公園、緑地等を安全・安心に利用できるよう適切

に維持管理を行います。また、緑に関わる機会の充

実等により、緑のパートナーづくり＊に努めます。 

公園緑地等整備事業 公園緑地等の改修、公園施設の更新など、公園に係

る整備を行います。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ インフラ管理ボランティア制度（府中まちなかきらら）による清掃や花壇維持管理

に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 2 生活環境の保全・向上 

施策 22 環境に配慮した活動の促進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

本市で生活する人や事業活動を行う全ての人が、持続可能な社会の実現のために

密接な連携を図り、市・市民・市民団体・事業者・教育機関等による環境パートナーシッ

プ＊が構築されており、環境に係る情報の交換と共有を行い、環境に配慮した行動を

実践しています。また、2050 年までにカーボンニュートラル＊の実現を目指し、持続

可能なまちとして再生可能エネルギー＊や自立分散型エネルギー＊が普及、拡大して

います。 

 

■現状と課題 

環境パートナーシップの更なる構築のため、環境保全活動センター＊が中心となり、

地域で環境活動の中心となるリーダーを養成し、活動の裾野を広げるとともに、環境

保全活動センター自体もその機能を十分に発揮できるよう、体制や活動拠点の見直し

が必要です。また、国や東京都は、2050 年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの

排出を全体として実質ゼロとすることを宣言し、本市においても同様に「ゼロカーボン

シティ」を目指すことを表明しました。本市の温室効果ガス排出量は多摩地域で3番目

に多く、排出量削減に向けて様々な取組を実施していく必要があります。目標達成に

向け、まず行政が率先して公共施設への再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化

を進め、その取組を事業者等へ普及することが重要です。また、市域全体での自立分

散型エネルギーの普及、拡大等については、コスト面も含めた検討や抜本的な対策が

求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 環境保全活動センターを中心とした地域の環境活動の充実に加えて、様々な活動

主体との協働の推進を図り、環境パートナーシップを更に構築し、各々が地球温暖

化対策などの環境配慮行動に取り組みます。 

⚫ 「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、企業や大学と協働し、二酸化炭素排出量削

減に取り組むとともに、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする

ための計画的な取組を検討していきます。 

⚫ 太陽光発電などの再生可能エネルギーを始めとしたクリーンエネルギー＊の利用

促進や、グリーン購入及び省エネルギー活動の普及・啓発により、市民が負担なく

環境に優しい生活スタイルへ転換できるよう支援します。また、行政が率先して取

組を推進するため、公共施設への再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を

積極的に進めます。また、公共施設の新築・改修の際には、エネルギー性能が高い

建築物の構築を図り、災害に対する強靭性向上のため自立分散型エネルギーの利

用促進を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

市が主催または後援し

た環境に関する講座や

イベントに参加した人

のうち、環境意識が向

上した市民の割合 

81.3% 

(R6) 
100% 

参加後のアンケートで

「環境意識が向上した」

と回答した市民の割合

です。 

本市における温室効果

ガス排出量＊ 

1,033 

千 t-CO2eq＊ 

(R5) 

663.5 

千 t-CO2eq 

本市における年間の温

室効果ガス排出量で

す。 

市の業務から排出され

る温室効果ガス排出量

＊ 

23,412 

t-CO2eq＊ 

（R5） 

12,718 

t-CO2eq 

市の業務から排出され

る年間の温室効果ガス

排出量です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

環境保全活動事業 市民・事業者・学校等と連携し、環境まつり等の環境

啓発イベントを実施するとともに、広く環境学習に係

る交流や活動の機会となる場を提供します。 

地球温暖化対策事業 公共施設の改築・大規模修繕の際には、太陽光発電

システムや蓄電池システムなどの環境に配慮した設

備を導入します。また、市民生活から発生する二酸

化炭素の一部を、姉妹都市である長野県佐久穂町の

町有林整備における二酸化炭素の吸収分と相殺す

るカーボンオフセット＊を図り、地球温暖化を防止し

ます。さらに、市域での再生可能エネルギー導入促

進に向け、太陽光発電システム等の費用を一部補助

し、導入を支援します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 環境にまつわる講座やイベントの企画・運営や、環境に配慮した活動に関すること。 

⚫ 協定事業者等とのゼロカーボンシティ実現に向けた取り組み検討に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

      〇    

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  〇    〇 
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基本施策 2 生活環境の保全・向上 

施策 23 まちの環境美化の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

市民の環境美化への意識が向上し、美しく、住みよい快適な環境が維持されていま

す。また、空き家の所有者等に適正な管理等を促し、良好な生活環境が確保されてい

ます。 

 

■現状と課題 

啓発等を通じて環境美化意識の向上に取り組んできましたが、路上喫煙やポイ捨て

行為等への苦情・相談が引き続き寄せられていたことから、更なる環境美化の推進の

ため、令和６年１２月から「府中市まちの環境美化条例」に定める禁止行為を行った悪

質な違反者に対して過料を徴収することとしました。 

また、協働による環境美化活動への参加団体数は横ばいの傾向にあり、更なる取組

の推進が求められます。 

人口減少や高齢化などを背景に、空き家が年々増加することが見込まれます。放置

された空き家は防災・防犯上や景観の観点から、多岐にわたる問題を引き起こし、特に

近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼします。このことから、市内の空き家等の状況を

適切に把握するとともに、空き家等に関する対策を講じることが求められます。 

 

■施策の方向性 

⚫ 環境美化の啓発活動や環境美化推進地区＊における環境美化活動の推進、喫煙禁

止路線＊の制定等により市民の環境美化意識の向上を図ります。環境美化推進地

区及び喫煙禁止路線の拡充・拡大や、公衆喫煙所の設置など喫煙所の確保に係る

取組を進めます。 

⚫ ごみ袋の配布や回収を通じて自治会や事業者の自主的な清掃活動を引き続き支

援します。また、実態に基づき、より活動しやすく効果的にまちの環境美化を推進

できる制度の充実を図ります。 

⚫ 害虫の駆除等や飼い主のいない猫への対策など、生活環境に関わる様々な問題に

対応します。 

⚫ 市内の空き家等を把握するとともに、所有者等による空き家等の適正管理が行わ

れるよう引き続き取組を進めます。また、地域・関係団体・行政の連携・協働により

空き家等の問題解決を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

まちの環境美化が図ら

れていると感じている

市民の割合 
71.6% 

(R6) 
75% 

市民意識調査により把

握した、まちの環境美

化が図られていると感

じている市民の割合で

す。 

特定空家等＊の解決

件数（累積） 
7件 

（R6） 
15件 

空き家等対策の推進に

関する特別措置法に規

定する特定空家等の認

定解除件数（累積）で

す。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

環境美化推進事業 啓発活動により、環境美化活動を実施する地域を増

やします。また、自主清掃の参加者を増やす取組を

進めます。 

市民清掃活動事業 参加しやすい仕組みづくりや、市内を拠点とするトッ

プチーム等との連携を深めるなど、多摩川清掃市民

運動をより魅力的な事業にし、参加者を増やす取組

をします。 

空き地・空き家等対策事業 空き地・空き家等の現況を把握した上で、所有者や

管理者への適正な管理指導を行うとともに、空き家

等の解消や発生予防のため、関係機関との協働によ

り、空き家等の流通の促進や利活用に向けた検討を

行います。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 飼い主のいない猫への対策など、まちの環境美化の促進に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 2 生活環境の保全・向上 

施策 24 公害対策の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といったいわゆる典型

7公害の監視体制の充実と事業者に対する適切な指導や助言等により、環境基準が達

成されています。また、市民・事業者をはじめ全ての人が積極的に公害の発生防止に

取り組み、近隣に配慮した行動に努めることで、誰もが快適に過ごせる環境が整って

います。 

 

■現状と課題 

公害に対する苦情は、原因や内容が複雑化しているため、早期解決が難しい事案が

生じており、近隣市・都・国などの関係機関との更なる連携による未然防止に向けた取

組が求められます。また、典型７公害に係る調査などを実施し、定められた基準値を維

持するための監視を続けることが必要です。特に、近年、全国的な問題となっている有

機フッ素化合物（PFOS・PFOA 等）を含んだ地下水等の水質については、生活に欠か

せない重要な資源であるため、本市の現状を的確に把握するとともに、関係機関との

連携による対策が必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 典型７公害に係る調査の実施・監視を続けるとともに、公害の苦情や相談に関する

受付体制の充実や、公害防止のための指導や支援、情報提供等を行うほか、新た

な公害問題にも迅速に対応できる体制の整備に努めます。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

水質、大気、騒音・振動

の環境基準適合率 84.1% 

（R6） 
100% 

環境測定で把握した公

害主要４項目（水質・大

気・騒音・振動）の数値

です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

公害防止指導対策事業 公害の苦情や相談を受け付け、対応します。また、騒

音・振動調査、交通量調査、大気調査などを継続的に

実施し、監視します。 

環境衛生分析調査事業 水質調査、ダイオキシン類調査や、放射性物質・放射

線測定調査などを継続的に実施し、監視します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 市民からの公害情報や苦情などを的確に捉え、市民や関係団体との協働による早

期対応により、公害を防止し、地域の生活環境を保全すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  〇   〇     

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇 〇     〇 
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基本施策 2 生活環境の保全・向上 

施策 25 斎場・墓地の管理運営 

 

■めざす姿（施策の目的） 

府中の森市民聖苑及び稲城・府中メモリアルパークが安定的かつ効率的に運営され、

利用者の希望に沿った葬儀、墓地の使用等が行われています。 

 

■現状と課題 

府中の森市民聖苑は、平成８年に開設されてから３０年が経過し、施設の老朽化に

伴う大規模改修を迎えました。高齢化社会の影響で火葬件数が増加していることを踏

まえるとともに、葬儀の簡略化等の多様なニーズを踏まえた改修が求められます。ま

た、稲城市と共同で設立した稲城・府中墓苑組合が運営する稲城・府中メモリアルパー

クでは、現状は、毎年一定数の墓地を供給できていますが、募集を終了した区画が出

るなど、徐々に空き区画が少なくなっています。今後も継続して供給できる安定的な

運営と永続性の高い管理が求められます。 

 

■施策の方向性 

⚫ 葬儀の簡略化等の多様なニーズに対応できる施設運営を行い、安定的なサービス

の提供を図ります。 

⚫ 府中の森市民聖苑の大規模改修を通じて、死亡者数の増加及び火葬や葬儀におけ

る新たなニーズに対応できる環境を整備します。また、改修時も継続して利用する

ことができる手法を取り入れます。 

⚫ 稲城・府中墓苑組合と連携して、稲城・府中メモリアルパークの安定的かつ効率的

な管理運営をします。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

斎場平均待ち日数 

4.4日 

(R6) 

5.6日 

※改修に伴う

影響を考慮した

数値 

斎場申込から通夜前日

までの年間を通した平

均待ち日数です。 

芝生墓地の供給率 
82.7％ 

（R6） 
100% 

稲城・府中メモリアル

パークにおける芝生墓

地の供給率です。 

合葬式墓地の供給率 
50.3％  

（R6） 
69.9％ 

稲城・府中メモリアル

パークにおける合葬式

墓地の供給率です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

府中の森市民聖苑管理運営

事業 （府中の森市民聖苑整

備事業） 

府中の森市民聖苑を安定的かつ効率的に運営する

ために、施設の適正な維持管理及び運営を行いま

す。また、老朽化に伴う施設改修を通じて、市民ニー

ズの反映やより効率的かつ効果的な運営方法を検

討します。 

公営 稲城・府中メモリアルパ

ーク管理運営事業 

稲城・府中墓苑組合を主体として、稲城・府中メモリ

アルパークの持続可能な管理運営を行います。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 低額で利用できる聖苑葬儀の提供に関すること。 

⚫ 利便性向上のため、府中の森市民聖苑と南山ホール（稲城・府中メモリアルパーク

併設の葬儀・法要施設）の連携を強化すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 3 循環型社会形成の推進 

施策 26 ごみの発生抑制・循環的な利用の促進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

市民一人ひとりに「もったいない」という意識が浸透し、ごみの発生抑制が習慣化さ

れています。また、製品の製造から廃棄に至る過程において市民・事業者・市が再利用

や再資源化に努め、循環型社会＊が形成されています。 

 

■現状と課題 

市民一人当たりのごみの排出量は、コロナ禍による生活様式の変容や物価高騰等の

影響を受け微減の傾向にありますが、限りある資源を有効的に活用するため、引き続

き施策を効果的に展開することが必要です。また、循環型社会の構築のため、出され

るごみの量をできるだけ少なくするリデュース（発生抑制）、一度使ったものをごみに

しないで繰り返し使うリユース（再使用）、それでも出てくる使い終わったものを資源

に戻して製品にするリサイクル（再生利用）の３Ｒの取組をより一層推進することが求

められます。 

 

■施策の方向性 

⚫ 食品ロス削減や生ごみの水切り等の取組を周知し、発生量が最も多い燃やすごみ

のうち、半数を占める食品廃棄物の減容・減量を図ります。 

⚫ 再利用が可能な物は、ごみとして排出せずに必要とする人へ譲ってもらう取組を

進めます。再利用が難しい物は、分別の徹底を図った上、資源物については集団回

収や店頭回収、小型家電回収などを通じて、再生利用につなげる取組を進めます。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

市民１人が１日に排出

する燃やすごみの量 
386.4g 

(R6) 
354g 

燃やすごみの排出量を

市民 1人 1日当たりに

換算した数値です。 

市民１人が１年に排出

する粗大ごみの量 
8.13kg 

(R6) 
7.46kg 

粗大ごみの年間排出量

を市民 1人当たりに換

算した数値です。 

総資源化率 

多摩地域 6位 

38.1% 

（R5） 

多摩地域 1位 

48.8% 

 

資源物収集及び中間

処理により選別された

資源物の資源化量と集

団回収量の合計を、総

ごみ量と集団回収量の

合計で除した数値の多

摩地域での順位です。

目標値(%)は、令和 5

年度の多摩地域１位の

自治体における総資源

化率です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

ごみ減量運動啓発事業 市民・事業者に対し、主に食品ロス削減を目指した啓

発や、リユースを推進する情報発信などを積極的に

行います。 

資源物回収推進事業 資源物のリサイクルを促進し、行政収集を減量する

ため、集団回収制度を推進します。 

リサイクル推進事業 行政収集に排出されたごみ・資源物の再生利用や資

源化を推進し、資源化率の向上に取り組みます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ ごみの減量と循環型社会の形成に向けた普及啓発や関連する取組、生活様式の変

容に応じた 3Rの普及に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇 〇  〇   〇 
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基本施策 3 循環型社会形成の推進 

施策 27 継続的・安定的なごみの適正処理の確保 

 

■めざす姿（施策の目的） 

ごみの収集運搬、中間処理、最終処分の各段階において、適正な処理を行うことで、

環境への負荷を最小限にとどめ、安全かつ衛生的な生活環境が確保されています。 

 

■現状と課題 

焼却灰を再利用するエコセメント化事業の実施や、不燃残さ＊のガス化事業などに

より資源化を図ることで、最終処分場＊での埋立処分量はゼロとなっていますが、エ

コセメント化施設の老朽化が進んでいることから、引き続きごみ量の削減に努め、埋

立処分量ゼロの維持を図ることが必要です。また、中間処理施設＊である府中市リサ

イクルプラザの建て替え工事を行い、継続的かつ安定的にごみを適正処理できる環境

を再整備するとともに、地球規模での環境汚染が懸念されているプラスチックごみ問

題に対応するため、プラスチック資源循環促進法を踏まえて整備事業を展開すること

が求められます。 

 

■施策の方向性 

⚫ ごみの収集運搬を適正に行い、各中間処理施設での適正処理につなげるとともに、

これらの施設を計画的に運営し、安定的に稼働させます。なお、老朽化が進む府中

市リサイクルプラザにおいては計画的な整備を進めます。 

⚫ 最終処分場を管理運営する東京たま広域資源循環組合の構成自治体の一員とし

て、埋立処分量ゼロを維持し、最終処分場の延命化に貢献します。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

収集後資源化率 

55.5% 

（R6） 
60% 

リサイクルプラザに搬

入されたごみから選別

された資源物の割合で

す。 

最終処分場での埋立処

分量 

0g 

（R6） 
基準値維持 

二ツ塚処分場への埋立

処分量です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

廃棄物収集運搬事業 排出ルールに基づいて収集し、各中間処理施設に適

正に搬入します。 

リサイクルプラザ管理運営事

業 

燃やさないごみや粗大ごみの分別処理を徹底する

など、適正な処理と継続的かつ安定的な施設の管理

運営に努めます。また、施設の老朽化に伴い、計画的

な整備を進めます。 

東京たま広域資源循環組合

管理運営事業 

構成自治体の一員として、適正な分別を徹底し、埋

立処分量ゼロの継続を図ります。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ ごみの排出時にルールを厳守すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇 〇  〇   〇 
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基本施策 4 交通安全・地域安全の推進 

施策 28 交通安全の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

自転車駐車場や交通安全施設等が整備され、交通ルールや正しいマナーが浸透して

おり、交通事故のない、市民が安心して暮らせる環境が確保されています。 

 

■現状と課題 

駅周辺の自転車駐車場の整備や、継続した放置自転車対策の取組により、放置自転

車数は減少しています。一方で、駐車施設の老朽化が進むことから、適切な維持管理

や改修を行う必要があります。借地に整備された自転車駐車場も多く、長期的な利用

が担保されていないため、恒久的な駐車施設の確保と整備が求められています。また、

引き続き交通安全灯や道路区画線などを整備し、歩行空間を適正に維持管理する必

要があります。 

交通事故件数は、府中警察署や交通安全活動団体等との協働により啓発活動を実

施し、減少傾向にありますが、本市で発生した交通事故の約 4 割を占める自転車に関

係する事故の対策や道路交通法改正への対応など、引き続き、交通事故防止に向けた

普及啓発が必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 自転車駐車場の整備を進めるとともに、放置自転車対策を継続し、市民の良好な

生活環境を確保します。 

⚫ 自転車駐車場、市営駐車場及び交通安全施設について、適切な維持管理を行い、

必要に応じて修繕又は整備を行います。 

⚫ 警察署や交通安全関係団体等との更なる協働により、幅広い世代に対して交通ル

ールや交通マナーへの意識向上に向けた取組を進めます。 

 

107



■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

放置自転車数 
40台 

（R6） 
20台 

10 月の平日に確認さ

れた市内の放置自転車

数です。 

交通事故発生件数 289件 

（R6） 
2６7件 

市内の年間の交通事

故発生件数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

駅周辺自転車対策事業 各駅周辺に自転車誘導員を配置し、自転車駐車場へ

の駐車を誘導するとともに、放置自転車の撤去を行

います。 

自転車駐車場管理運営事業 自転車利用者の利便性の向上を目的として、市立自

転車駐車場の運営や適切な設備改修等を行います。 

交通安全啓発事業 交通安全の普及を図るため、警察や関係団体などと

の協働により啓発活動を行います。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 交通ルールや思いやりのある交通マナーの意識啓発に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  〇        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      〇 
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基本施策 4 交通安全・地域安全の推進 

施策 29 地域安全の推進 

 

■めざす姿（施策の目的） 

防犯カメラなどの犯罪防止に効果的なインフラが整備されるとともに、市民一人ひ

とりが高い防犯意識を持って活発に自主防犯活動を展開し、地域ぐるみで犯罪防止活

動に取り組み、犯罪の起きにくい安全なまちとなっています。 

 

■現状と課題 

誰もが安全・安心に暮らすためには、行政による施策展開だけではなく、市民の活発

な自主防犯活動が必要不可欠です。近年では特殊詐欺や闇バイトに起因する犯罪が全

国的に増加し、犯罪手口が複雑化・巧妙化しており、市民の犯罪被害に対する不安が

高まっています。そのため、府中警察署や防犯活動団体等との協働により、市民の防

犯意識を醸成し、地域ぐるみでの犯罪防止活動を強化するなど、体感治安の向上に向

けた取組が求められます。 

また、防犯カメラの設置による犯罪の抑止効果や犯罪捜査への貢献度は高いため、

市内における防犯カメラの設置数を増やすことなどにより、特殊詐欺を含め、犯罪の

発生件数を減少させていくことが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 警察や関係団体との協働により講座やイベントなどを開催し、地域における防犯意

識の向上を図るほか、状況に応じた犯罪に加担しないための意識醸成に取り組み

ます。市民への啓発においては、様々な媒体を活用するなど広報活動をさらに充

実させ、防犯施策を積極的に情報発信します。 

⚫ 自治会、町内会など地域ぐるみの自主防犯活動が活発に行われるよう支援します。 

⚫ 防犯カメラの有効性を発信するとともに、設置や管理等の支援制度を周知するな

ど、防犯カメラの増設に向けた取組を行います。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

犯罪発生件数 1,063件 

（R6） 
980件 

市内の年間の犯罪発

生件数です。 

地域の治安が悪化して

いると感じている市民

の割合 

16.6% 

（R6） 
16.2% 

市民意識調査により把

握した地域の治安が悪

化していると感じてい

る市民の割合です。 

補助金を活用して防犯

カメラを設置した団体

数 
17団体 

（R6） 
21団体 

府中市防犯カメラ整備

事業を利用した（補助

金交付対象となる）自

治会、商店会等の数で

す。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

防犯意識啓発事業 自主防犯活動の支援や、警察や関係団体との協働に

よるイベント等の開催を行います。 

安全安心まちづくり推進事業 防犯カメラの設置や修繕、維持管理等の支援を行い

ます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 自主防犯活動の活発な展開に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    ○      

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 5 災害に強いまちづくりの推進 

施策 30 防災危機管理体制の強化 

 

■めざす姿（施策の目的） 

情報の集約・伝達体制や備蓄物資の供給体制が構築され、自然災害等による被害を

最小限に抑えられる防災危機管理体制が整っています。 

 

■現状と課題 

自然災害が激甚化するなか、全国各地で発生した地震や台風等による大規模災害

において、避難情報や被害状況の集約・伝達体制及び避難所運営に関する課題が改め

て浮き彫りになりました。この教訓をいかして、防災資機材の整備や各種計画・マニュ

アルの整備など、公助の取組を充実させることが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 災害発生時に、市民が多様な手段により迅速に正しい情報を取得できるよう、情

報の集約・伝達体制を整えるとともに、災害対応業務マニュアルを活用した市職員

向けの訓練を実施するなど、平時から地震及び風水害等の自然災害への対応力を

強化します。 

⚫ 避難所や物資拠点に備蓄する資機材の充実を図るなど、避難生活における安全で

質の高い生活環境の確保に向けた対策を講じます。 

⚫ 高齢者や障害者等に係る施策を担当する部署と連携し、避難行動要支援者＊に対

する避難支援や避難所の機能強化など、要配慮者に係る対策の強化を図ります。 

⚫ 災害時に迅速な応援協力を得られるよう、協力・補完体制を構築するため、ボラン

ティアや災害時応援協定の締結先との連携を密にし、連絡体制の整備・強化を図り

ます。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

段ボールベッドの充足

率 

1.7% 

(R6) 
10% 

地域防災計画に示す避

難所の収容可能面積

の３分の１を標準的な

段ボールベッドの面積

で除した数のうち、備

蓄可能面積、協定等を

勘案した数値です。 

災害時における自分の

役割を理解している市

職員の割合 

R7以降調査 100% 

庁内調査により把握し

ます。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

防災資材等整備事業 災害時における非常食などの備蓄品を定期的に購

入するとともに、風水害時に必要となる資機材や感

染症対策のための物品を拡充し、災害発生時の態勢

を整備します。 

災害対策用設備維持管理・整

備事業 

災害発生時に被害状況等の災害情報を一元管理す

る防災情報システムを構築します。また、防災備蓄倉

庫や防災行政無線等の施設・資器材等を維持管理・

整備します。 

災害対応業務マニュアル活用

事業 

マニュアルに基づく実践的な訓練等を行い、実施結

果を踏まえてマニュアルの実効性を高めます。 

 

■協働により推進したい取組  

⚫ 災害時における救援活動への協力、救援物資の支援などに関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○  ○    ○ 
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基本施策 5 災害に強いまちづくりの推進 

施策 31 地域防災力の向上 

 

■めざす姿（施策の目的） 

地域で互いに助け合える人間関係が構築されており、地域での自発的な活動等を

通じて、市民一人ひとりが防災に関する知識や避難先の情報等を有するなど高い防

災・防火意識を持ち、緊急時に主体的に行動できる準備が整っています。また、消防施

設が適切に維持管理され、地域防災力の中核となる消防団と消防署が密に連携する

など、消防体制が整っています。 

 

■現状と課題  

自治会等の自主防災組織で構成される文化センター圏域自主防災連絡会や地域住

民による避難所運営組織を中心に地域防災力の向上を図っています。 

今後はこれらの活動を促進するとともに、組織のない地域においては啓発活動を強

化するなど組織の立ち上げを支援し、地震や風水害を想定した実践的な地域の防災訓

練などの自助・共助の取組を広く展開することが求められます。 

また、引き続き消防施設の計画的な改修や修繕等を進め、地域防災センター、消防

水利、その他の消防施設の保全を図るとともに、一定年数を経過した消防車両の更新

を始め、台風や大雨、猛暑下など、多様化する状況での活動に対応し得る新たな消防

団の資機材や装備品の充実を図っていくことが求められます。また、地域防災の要で

ある消防団員の定員充足率が低下傾向にあるため、新たな担い手の確保や人材育成

に取り組むことが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 防災情報誌「自主防災ふちゅう」の発行や防災出前講座等の開催により、災害の種

類によって避難先や対象者が異なることや、避難所を利用する際の非常持出品に

関することなど、市民の災害に対する知識を深め、防災意識の向上を図ります。 

⚫ 文化センター圏域自主防災連絡会や避難所運営組織の活動を支援するとともに連

携し、誰もが参加しやすい地域の防災訓練や避難所運営訓練を実施することで地

域防災力を高めます。 

⚫ 一定年数を経過した消防車両の更新や地域防災センター、その他の消防施設の計

画的な保全等を進めるほか、過去の災害を教訓にいかし、消防団の活動に必要と

なる新たな資機材や装備品等の充実を図ります。 

⚫ 消防団の活動を様々な場所や方法でＰＲし、理解を広げていきます。また、多様な

人材が入団し、継続的に活動できる環境の整備に努めるなど、団員の福利厚生を

含めた処遇等の維持・向上を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

日頃から家庭で災害に

対する備えをしている

市民の割合 
62.4% 

（R6） 
85% 

市民意識調査により把

握した、日頃から家庭

で災害に対する備えを

している市民の割合で

す。 

防災訓練や出前講座

等、地域で行う防災活

動に参加している市民

の割合 

15.8% 

（R6） 
35% 

市民意識調査により把

握した、防災訓練や出

前講座等、地域で行う

防災活動に参加してい

る市民の割合です。 

消防団員の充足率 
95% 

（R6） 
100% 

条例定数（420 名）に

対する実員数の充足状

況です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

防災意識啓発事業 総合防災訓練への参加者を増やします。また、文化

センター圏域自主防災連絡会の活動を促進します。 

消防施設維持管理・整備事業 消防業務等で使用する消防水利標識、消火栓、防火

貯水槽、その他の消防施設の整備と維持管理を行う

ほか、地域防災センターの計画的な保全を行いま

す。 

消防団活動支援事業 消防団の活動に必要となる資機材・装備品の整備

や、各種訓練・研修の実施、団員の資格取得に向けた

取組の支援、さらには消防団員の福利厚生を担う消

防団員互助会やその他関係団体が行う事業への支

援等を行い、地域における災害対応能力の向上を図

ります。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 災害対応の訓練など防災対策における自助、共助の取組の強化や消防団員の担い

手確保に向けた取組に関すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○  ○    ○ 
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基本施策 5 災害に強いまちづくりの推進 

施策 32 震災に対応した建築物等の誘導 

 

■めざす姿（施策の目的） 

所有者が主体的に建築物の耐震化に取り組むとともに、避難路沿道の塀の適正な

維持管理が行われるなど、災害に強いまちづくりが進んでいます。 

 

■現状と課題 

建築物の耐震化の重要性について普及・啓発するとともに、耐震化に係る助成事業

を拡充するなどの取組をしてきましたが、依然として、現在求められる耐震性を満た

さない建築物が多くあります。特に、倒壊すると避難行動や救急・消火活動に大きな影

響が出る緊急輸送道路沿道建築物の耐震化とともに、平成２８年熊本地震や令和６年

能登半島地震での倒壊等の被害状況を踏まえた木造住宅の耐震化を強く推進するこ

とが必要です。 

また、ブロック塀等は、適正に維持管理されていない場合には地震等による倒壊の

危険性が高まります。倒壊は直接的な被害を出すだけでなく、避難行動や緊急車両の

通行に支障をきたす恐れがあるため、引き続き所有者等に適正な維持管理を普及啓

発し、ブロック塀等の耐震化を推進することが必要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 建築物やブロック塀等の耐震化がより一層図られるよう、普及・啓発活動を行うと

ともに、耐震化に必要となる費用の助成等を行います。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

（R１１） 
指標の説明 

住宅耐震化率 
94.1% 

（R6） 
97.4% 

民間住宅の総数に対す

る耐震性を有する住宅

の割合です。 

特定緊急輸送道路沿

道建築物耐震化率 

96% 

（R6） 
98.1% 

特定緊急輸送道路に敷

地が接している一定の

高さを有する建築物の

総数に対する耐震性を

有する建築物の割合で

す。 

ブロック塀等の耐震化

件数 
18件 

（R6） 
30件 

耐震化の実施が確認さ

れたブロック塀等の件

数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和８年度から 11年度までの取組内容 

建築物耐震化促進事業 相談会の開催や専門家の派遣などを行い、建築物等

の耐震化に係る普及・啓発を推進します。また、昭和

５６年５月以前に建てられた旧耐震基準の建築物及

び 2000 年（平成 12 年）5 月以前に建てられた新

耐震基準の木造住宅の耐震化に要する費用の一部

を助成します。 

ブロック塀等安全対策事業 ブロック塀等の所有者に適正な維持管理に係る普

及・啓発活動を行うとともに、ブロック塀等の除却、

建て替えなどの耐震化に要する費用の一部を助成し

ます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 建築物等の耐震化に係る意識啓発や耐震診断・耐震改修などに際しての支援に関

すること。 

 

■ＳＤＧｓとの関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

〇          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇  〇    〇 
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基本目標3（文化・学習）　多様性を認め合い　人と文化が磨かれるまち

基本施策1　互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進

施策33 人権尊重の推進

施策34 平和意識の啓発

施策35 男女共同参画の推進

施策36 都市間交流の促進

施策37 多文化共生の推進

施策38 地域コミュニティの活性化支援

基本施策2　生涯にわたる学習活動の推進

施策39 学習機会の提供と環境づくりの推進

施策40 図書館サービスの充実

基本施策3　文化・芸術活動の支援

施策41 文化・芸術活動の推進

施策42 文化施設の有効活用

施策43 歴史文化遺産の保存と活用

基本施策4　スポーツ活動の支援

施策44 スポーツの普及・促進

施策45 スポーツ環境の整備

施策46 トップチーム等との連携

基本施策5　学校教育の 充実

施策47 社会を主体的･創造的によりよく生きる力の育成

施策48 学びの機会を保障するための支援の充実

施策49 子どもの学びを支える教育環境の充実

基本施策6　青少年の 健全育成

施策50 子どもの居場所づくりの推進

施策51 青少年健全育成活動の推進
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 33 人権尊重の推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

性別､年齢､国籍や障害の有無などを問わず､市民一人ひとりがお互いの人間性を

尊重し､認め合うとともに､地域においてそれぞれが抱える問題や悩みについて助け

合いがなされるなど､偏見や差別のない､人へ寄り添えるまちになっています｡ 

 

■現状と課題 

人権に関する普及啓発や複雑化する人権問題に対応するための相談窓口の整備等

に努めています。今後も多様化･複雑化していく人権問題への対策に取り組むととも

に、互いの多様性を認め合い、個人の人権を尊重する意識の更なる啓発を図ることが

必要です。 

また、令和6年（2024年）に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律」に基づき、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点に立

ち、困難な問題を抱える女性一人ひとりのニーズに応じて、本人の立場に寄り添って、

切れ目のない包括的な支援をすることが求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 国･東京都･関係機関・関係団体等との協働により､人権に関する普及啓発や多種

多様化･複雑化した人権問題への対策に向けた取組を行います｡ 

⚫ 相談しやすい環境を整備するとともに､問題の傾向の把握・分析を行い､関係機関

と連携して問題の解決を図ります｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

性別や年齢等による

不利益があると感じ

ている市民の割合 

15.9% 

(R6) 
8.5% 

市民意識調査により把握し

た性別や年齢等による不利

益があると感じている市民

の割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

人権啓発事業 人権問題等に関する人権身の上相談対応を行うと

ともに、多摩東人権擁護委員協議会との協働による

人権啓発活動を行います。 

女性人権推進事業 女性の人権に関する相談対応を行うとともに､DV

＊防止の啓発や中学校等と連携したデート DV 防止

の意識啓発等を行います｡また、困難女性支援法に

関する取組を推進するため、各事業を総合的に進め

ます。 

多様性社会推進事業 パートナーシップ宣誓制度＊の周知を図り､性的マイ

ノリティに対する理解促進に向けた取組を行います｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 多種多様化･複雑化した人権問題に係る正しい知識の普及や啓発に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    〇     〇 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     〇 〇 
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 34 平和意識の啓発 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民一人ひとりが府中市平和都市宣言＊を尊重し､世界平和への願いや愛する郷土

を未来に引き継ぐ意思を持った上で､自らも幸せに生活しています｡ 

 

■現状と課題 

府中市平和都市宣言に基づき、戦争と平和について学び､考える事業を展開し､平

和の尊さについての意識啓発に努めています｡世界では現在も引き続き戦争や紛争が

起きている状況であることから､過去の戦争体験を次世代に伝承するとともに､平和

がいかに尊く、かけがえのないものであるかを市民一人ひとりが認識することが求め

られており､平和意識の更なる啓発を図ることが必要です｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 戦争や紛争の悲惨さをはじめ、厳しい状況にある難民や避難民について情報発信

するなど、市民が戦争や平和について考える機会を提供し､更なる平和意識の向上

を図ります｡特に、次代を担う若い世代に対しては、戦争や平和を自分の問題として

考え、理解を深めてもらう取組を推進します｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

この 1年間で平和に関

する理解や関心を深め

た市民の割合 

55.7% 

(R7) 
60% 

市民意識調査により把

握します｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

平和啓発事業 府中市平和都市宣言や市内戦争遺跡である白糸台

掩体壕の周知を行うほか、戦禍や被爆の被害を知る

機会を提供し、市民一人ひとりが戦争の悲惨さや平

和の尊さについて考えられる機会を提供します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 平和意識の更なる啓発に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 35 男女共同参画の推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民一人ひとりが府中市男女共同参画都市宣言＊を尊重し､男女が性別にかかわら

ずあらゆる分野で平等に参画した上で喜びと責任を分かち合い､自分らしく豊かに生

きることができています｡ 

 

■現状と課題 

男女が共に社会のあらゆる分野に参画していくためには､仕事､家庭､地域活動にバ

ランスよく参画できる環境づくりや､私たちの意識の中に根強く残る固定的性別役割

分担意識＊や､アンコンシャス・バイアス＊(無意識の思い込み)が解消されることが重

要です｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 市民が主体となる取組を推進するため､市民団体等が企画･運営する講座の支援を

行うとともに､市民協働により男女共同参画推進に係る講座やフォーラムを実施し

ます｡ 

⚫ 男女が家事や育児を分かち合い､性別にかかわらず多様で柔軟な働き方を選択で

きる環境の整備に向け､女性活躍に関する講座等の実施や､ワーク・ライフ・バランス

の推進に係る市民等の意識啓発を図ります｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

固定的性別役割分担

意識がない人の割合 68.9% 

(R7) 
90％ 

｢夫は外で働き､妻は家

庭を守るべきである｣

という考え方に反対で

ある人の割合です｡ 

府中市は女性が活躍で

きる都市だと思う市民

の割合 

25.4% 

(R7) 
38% 

市民意識調査により把

握した府中市は女性が

活躍できる都市だと思

う市民の割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

男女共同参画推進事業 男女共同参画推進フォーラムなどの意識啓発事業を

市民団体等との協働で実施します｡また､広報等を活

用してワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識

啓発を実施します｡ 

男女共同参画推進協議会運

営事業 

男女共同参画の活動拠点である男女共同参画セン

ターの運営や、府中市男女共同参画計画の第三者評

価等を実施します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 若年層への男女共同参画の意識啓発に関すること。 

⚫ 男女共同参画推進事業の周知、発信に関すること。 

⚫ 男女共同参画社会の実現に寄与するよう、協働事業や意識啓発に関すること。 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    ○      

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 36 都市間交流の促進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民や団体・事業者が、姉妹都市及び友好都市の住民等との交流を通じて多様な価

値観や考えに触れ、互いの違いを認め合い尊重しつつ、友好関係を築いています。 

 

■現状と課題 

長野県佐久穂町とは、昭和５４（1979）年１０月に、当時の八千穂村と姉妹都市提携

を盟約して以来、様々な交流を続けています。（平成１７（2005）年１０月、八千穂村と

佐久町との合併により誕生した佐久穂町と改めて盟約を締結。）また、オーストリア共

和国ウィーン市ヘルナルス区とは、平成 4（1992）年 8 月に友好協定を締結して以来、

青少年の相互派遣事業等を通じ、交流を行っています。両都市とは、市民が多様な価

値観を認め合いながら共に暮らすことの重要性を認識するきっかけ作りの一つとして

時機に応じた手段等で交流を図ります｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 交流の内容や手段については、必要に応じ、社会状況の変化等に合わせた見直しを

行います。また、実施に当たっては、市と団体等との役割分担と協働・連携により進

めます。 

  

125



 

■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

姉妹都市佐久穂町と行

った交流の件数 ８件 ８件 

佐久穂町と本市との間

で行われた住民参加に

よる交流の件数です。 

友好都市ヘルナルス 

区へのホームステイ派

遣者数 
6人 6人 

青少年を対象にしてい

る友好都市ヘルナルス

区へのホームステイ派

遣の参加者数です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

姉妹都市交流事業 佐久穂町での親子とうもろこし収穫体験などの交流

を通じ、豊かな自然や異なる価値観に触れる機会の

創出に努めます。 

友好都市交流事業 ウィーン市ヘルナルス区との青少年ホームステイ相

互派遣など､友好都市交流を通じた異文化理解に係

る取組を進めます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 姉妹都市や友好都市などとの交流に関すること。 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 37 多文化共生の推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

国籍や民族などの異なる人々が、互いに言語･文化などの違いを理解し､尊重した上

で関係を築き､多様な価値観を認め合いながら共に暮らしています｡ 

 

■現状と課題 

市内の外国人人口は増加傾向にあり､府中国際交流サロン＊及び府中市多文化共

生センターDIVE＊の活動を中心として､市民ボランティアや NPO 法人等との協働に

より日本語学習会､外国人相談､外国につながる児童生徒＊の居場所事業などの多文

化共生に係る取組を実施しています｡今後は、やさしい日本語＊等による外国人住民

にも分かりやすい情報発信の充実や、外国人住民の地域活動への参加促進、また、多

文化共生に関する更なる意識醸成が求められています。 

 

■施策の方向性 

⚫ 外国人住民も共に安心して暮らすことができるまちづくりのため､日本語学習会を

開催し、日本語でのコミュニケーションを支援するほか、相談窓口の運営や多言語を

含む分かりやすい情報提供の充実など､外国人住民の支援を行います｡ 

⚫ 互いの違いを認め尊重し合う市民意識の醸成のため、異文化理解及び多文化共生

の推進に係る取組を進めます。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

国籍や民族などの異な

る人達の文化の違いを

理解しようとしている

市民の割合 

68.3% 

(R7) 
77％ 

市民意識調査により把

握した、国籍や民族な

どの異なる人達の文化

の違いを理解しようと

している市民の割合で

す｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

多文化共生推進事業 外国人住民を対象にした日本語学習会を開催する

ほか､やさしい日本語等による情報提供の充実を図

ります。また､多文化共生センターDIVE では、外国

人住民の様々な相談に対応する一次相談窓口を運

営し、相談内容に応じて適切な機関・団体と連携し、

外国人住民のサポートを行います。このほか、日本人

住民と外国人住民、また、外国人住民同士がつなが

りを持ち、互いの文化を知る機会を提供します。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 多文化共生の推進に係るイベントの開催や情報発信などに関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○      ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 1 互いを尊重し､つながり合うまちづくりの推進 

施策 38 地域コミュニティの活性化支援 

 

■めざす姿(施策の目的) 

自治会等の活動を通じて同じ地域に住む人たちが助け合い､自立的に様々な活動

が展開されることにより､地域のつながりがより深まっています｡また､文化センターで

の事業をきっかけに世代を超えた地域住民の触れ合いと交流が更に深まり､地域でつ

ながる住みよいまちが形成されています｡ 

 

■現状と課題 

各文化センターでは地域まつりを始めとする事業を実施していますが､地域での交

流を更に活発化させるために､幅広い世代の市民参加を実現する事業内容や実施手

法を検討する必要があります｡この地域拠点である文化センターは､施設の老朽化が

進むとともに､従来の機能に加えて福祉や防災に係る機能を有することへの期待が高

まっているため､地域住民のニーズを踏まえ､費用対効果を意識した改築や改修につ

いて検討していく必要があります｡また､福祉や防災も含めた自治会活動等の重要性

は変わらない一方で､自治会等への加入率及び自治会数は年々減少しており、地域活

動を担う人材不足の問題解決に向けた取組が求められています｡加えて、自治会が所

有する公会堂の老朽化も進んでいます。 

 

■施策の方向性 

⚫ 文化センターで実施する地域交流促進事業への参加率を増やすため､地域の特性

に合わせた事業の見直しや､参加を促す魅力ある事業を実施します｡ 

⚫ 文化センターについて､施設の劣化状況調査や市民アンケートの結果等を参考にし

て､引き続き今後の文化センターの在り方を整理しながら改築・改修計画策定を進

めます。また、世代を問わず、地域の居場所となるような施設を目指します。 

⚫ 自治会等への加入を促進するため､関係団体と連携した取組を進めるとともに､各

自治会の取組を紹介する場を設ける等、自治会運営の参考となるような情報発信

を行います。  
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

文化センターでの事業

が地域住民との交流の

きっかけとなっている

と思う市民の割合 

64.9% 

(R7) 
基準値以上 

文化センター来館者へ

のアンケート結果にお

ける､地域住民との交

流のきっかけになって

いると思う市民の割合

です｡ 

自治会加入率 

49.6% 基準値維持 

市内世帯数における自

治会加入世帯の割合

(毎年度 4/1 時点)で

す｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

コミュニティ圏域＊内地域交

流促進事業 

地域住民の交流と触れ合いの機会を提供し､地域へ

の愛着につながるよう､各文化センター圏域コミュニ

ティ協議会との協働により､イベント等を開催しま

す｡ 

文化センター施設老朽化対策

事業 

公共施設マネジメント推進プラン＊に基づき､老朽

化の著しい文化センターの改修や改築について検討

を進めるのに併せて､今後の文化センターに必要と

なる機能等について検討､協議します｡ 

地域コミュニティ活動活性化

支援事業 

自治会等の活動拠点となる公会堂の整備や ICT の

活用に対し、支援や情報提供を行います。また、自治

会活動の発展及び加入率向上のために活動する府

中市自治会連合会に対する支援を行います｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 地域コミュニティの活性化や担い手の確保に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 2 生涯にわたる学習活動の推進 

施策 39 学習機会の提供と環境づくりの推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民の誰もが等しく学習できる環境が整っており､これらの機会を通じて世代を超

えた交流活動が行われるとともに､｢学び返し｣＊により学んだことを地域にいかすな

ど､多様な学びのコミュニティが形成され、市民が活躍するまちづくりが進められてい

ます｡ 

 

■現状と課題 

府中市生涯学習センターで開催している講座には多くの参加者が集まるものの､勤

労者や若年世代の参加は少ないため､今後はこれらの層のニーズを踏まえた受講しや

すい講座等を検討するとともに､将来的な機能移転を見据えて､生涯学習センターが､

より一層､多様な市民が気軽に訪れることができ､自由に使える施設となるために必

要となる新たな機能等の検討や、学びのデジタル化への対応を進めることが必要です｡

文化センター内にある公民館では､生涯学習サポーター制度などを活用し、地域の市

民が講師として活躍するなど､多様な講座を実施しており､市民にとって身近な施設で

の学びの機会となっています｡｢学び返し｣の取組を市全体に広め､地域づくりを担う

人材の育成､増加を図るなど､学習の成果をいかした市民協働による豊かなまちづく

りを推進することが求められています｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 府中市生涯学習センターの指定管理者制度＊による運営や､身近な学びの場であ

る文化センター内にある公民館の活用､市民ボランティア･大学等との連携･協働

による取組など､事業者や市民等が持っている力をいかして社会教育環境の充実

に取り組みます。また、市民の｢学び返し｣に係る連携の推進に向けた仕組みづくり

や多様な媒体を活用した広報等を行います｡ 

⚫ 生涯学習センターの将来的な移転に向けた検討を進める中で､あらゆる世代の多

様な市民が気軽に利用できる生涯学習の拠点づくりを進めます｡また､学習サービ

スや学習環境のデジタル化を進めます｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

生涯学習センター定期

講座の受講者満足度 
97% 

(R7) 
100% 

生涯学習センターが実

施する定期講座の受講

者満足度です｡ 

生涯学習サポーター＊

の活動回数 
50回 

(R６) 
80回 

市民が講師となる生涯

学習サポーターが市内

で活動した回数です｡ 

デジタルによる学びの

機会があると思う市民

の割合 R7より調査 40.7％ 

府中市が行う講座等の

事業において、デジタ

ルによる学びの機会が

あると思う市民の割

合｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

生涯学習機会創出事業 府中市生涯学習センターや各文化センター内の公民

館において各種講座を開催するとともに､講座内容

の充実や多様化を図るほか､効果的な広報活動等を

実施します｡また､生涯学習に関する市民ボランティ

アや地域の担い手等の養成にも力を入れ､地域での

｢学び返し｣活動が積極的に行われるように努めま

す｡また､学習サービスや学習環境のデジタル化を進

めます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ ｢学び返し｣の普及､推進に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 2 生涯にわたる学習活動の推進 

施策 40 図書館サービスの充実 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民が図書館で収集･整理･保存されている､電子書籍を含めた図書資料や視聴覚

資料などの情報を活用し､知的･文化的な生活を営むとともに､時代のニーズや変化に

合ったイベントや講座などの学びの場による学習活動やレファレンスサービス(調べも

の相談)を利用し､生活上の様々な課題の解決に取り組んでいます｡ 

 

■現状と課題 

図書館では､図書資料等の閲覧･貸出しに加え､市民の知的･文化的活動や様々な調

査研究･問題解決を支える情報発信の拠点として､市民の生涯にわたる学習活動を支

援する継続的なサービスの提供に努めています｡ 

しかし､インターネットの普及により､どこでも手軽に様々な情報が入手できるよう

になったことなどにより､図書等の貸出冊数や貸出利用者数は減少傾向にあります｡ 

また､視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)の

施行や､メール等による著作物の送信を可能とする著作権法の一部改正により､視覚

障害者等の読書環境の整備や図書館サービスの強化が求められているほか､利用者

のニーズの多様化により､従来の図書資料等の貸出しだけでなく､電子書籍の提供や

オンラインでのレファレンスサービスなど､デジタル時代に対応したサービスが求めら

れています｡ 

さらに､地域の課題解決や生涯学習の支援､子ども読書活動の推進など､引き続き､

多岐にわたるニーズに応えていく必要があります。 

 

■施策の方向性 

⚫ 利用者のニーズや社会の情勢等を捉えた資料購入に努めるとともに､ふちゅう電

子図書館＊の充実や､利用者の関心の高いイベントの実施等に取り組むことにより

利用者の増加を図ります｡ 

⚫ 利用者が自分に合った方法で読書ができるように大活字本や音声図書､電子書籍

等の様々な形式の資料を充実させるとともに､広く情報提供を行い､利用者が図

書館のサービスを知り､利用できるように努めます｡ 

⚫ レファレンスの利便性の向上を図るため､引き続きオンラインによる受付を行うと

ともに､参考図書の拡充や地域資料の収集､他自治体･市内の大学等との連携に努

めながら､知的･文化的活動や様々な問題解決への支援を行います｡  
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

市民 1人当たり年間図

書等貸出数 6.5点  

(R6) 
6.9点 

図書館資料の年間の

延べ貸出数を本市の人

口で除した数値です｡

※電子書籍含む｡ 

図書館利用者満足度 89.8% 

(R6) 
90.5% 

市立図書館全館の利

用者の満足度です｡ 

レファレンスサービス

満足度 
94.8%  

(R6) 
95.8%  

市立図書館全館の調

べもの相談に対する満

足度です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

中央図書館運営事業 資料や情報を収集･整理･保存･提供するとともに､

子ども読書活動を関係機関と連携して推進します｡

さらに､視聴覚資料や電子情報など幅広い分野の情

報を提供し､インターネットなどの利用環境を強化す

る情報社会に即した市民の情報発信拠点を目指しま

す｡ 

地区図書館運営事業 市内に 12 館ある地区図書館において､地域の方の

身近な情報拠点としての特集展示や､おはなし会等

の開催など地域に根ざした図書館サービスを展開し

ます｡ 

レファレンスサービス事業 国立国会図書館､東京都立図書館､他の公立図書館

や大学図書館等と連携･協力するネットワークの充実

や各種データベースの利用促進､地域資料の収集や

データ化を図り､市民が学習や仕事で必要とする資

料や情報を適切に提供します｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 児童・青少年を対象としたサービスや点字・録音図書の貸出し等を行うハンディキ

ャップサービスの事業､各種講座やテーマ展示等に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○    ○  ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

     ○ ○ 
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基本施策 3 文化･芸術活動の支援 

施策 41 文化･芸術活動の推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

本市特有の伝統芸能や芸術文化がしっかりと継承され､市民がそれらに親しみや誇

りを持つとともに､様々な文化や芸術活動に触れる､楽しむ機会が年間を通して充実し

ており､心豊かな生活を営んでいます｡ 

 

■現状と課題 

府中囃子と武蔵国府太鼓は､民俗芸能として市民に認識されているものの､更なる

普及や着実な継承のために､より効果的な方法を検討することが必要です｡  

 また､本市では多くの市民に向けて文化芸術に親しむ機会を提供するとともに､市民

や文化団体の文化･芸術活動を支援しています｡ライフスタイルの多様化や情報通信技

術の進展などにより､市民の文化･芸術活動が多様化しているため､市民の主体的な活

動の輪が広がるよう､新しいニーズに応え､多様な方々への配慮や機会の提供･支援を

より一層進めていく必要があります｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 府中市の郷土芸能である府中囃子と創作芸能である武蔵国府太鼓の保存･伝承の

ため､府中囃子保存会と武蔵国府太鼓連盟とともに､これらに触れる機会の拡充、

講習会の実施など、効果的な取組を展開していきます｡ 

⚫ 府中の森芸術劇場を始めとする市内の文化施設を活用し､市民団体との協働によ

って､多様な文化･芸術活動の振興に寄与するイベント等を開催します｡また､イベ

ント等の周知や実施に当たっては､時代に合った情報発信を行います｡ 

⚫ 青少年や新しい文化･芸術団体の活動を支援し､既存の市民団体の交流を促すな

ど､市民の文化･芸術活動全体の振興を図ります｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

府中囃子及び武蔵国

府太鼓の認知度 67.5% 

(R6) 
69% 

市民意識調査により把

握した府中囃子及び武

蔵国府太鼓の認知度で

す。 

市民芸術文化祭参加

者数 

2,943人 

(R6) 
3,950人 

市民芸術文化祭の参

加者数です｡ 

市民芸術文化祭参観

者数 

62,365人 

(R6) 
64,000人 

市民芸術文化祭の参

観者数です｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

武蔵国府太鼓普及事業 武蔵国府太鼓初級者講習会への支援を行い、新たな

担い手を育成します。 

府中市民芸術文化祭事業 若い世代を始め､誰でも参加･体験できる､より魅力

的な事業となるよう､市民との協働により､市内の各

施設においてイベント等を開催します｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 文化芸術に親しむ機会の提供と担い手の育成や､本市の伝統文化の伝承･普及に

関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   〇       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 3 文化･芸術活動の支援 

施策 42 文化施設の有効活用 

 

■めざす姿(施策の目的) 

各文化施設が文化･芸術に係る鑑賞や学習､文化･芸術活動に係る発表等のために

供されており､市民が身近な場所で文化･芸術に親しむことで､文化意識が十分に醸成

されています｡ 

 

■現状と課題 

府中の森芸術劇場､郷土の森博物館､府中市美術館などの文化施設について､目標

稼働率や目標入場者数をおおむね達成している状況にありますが､今後は多様化する

ニーズに柔軟に対応できるよう､施設で行う事業内容を見直すなど､より一層市民(利

用者)に親しまれる文化施設となるよう取り組むことが必要です｡また､各施設の老朽

化も進んでいるため､優先順位を付けて計画的に修繕していくことや､限られた財源の

中で､費用対効果を十分に意識した運営や事業展開が求められています｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ アンケート調査等を活用してニーズを捉え､事業展開に反映させるとともに､対象

に合わせた効果的な広報･周知方法を取り入れ､情報発信に関する環境の整備を

進めます｡また､各文化施設の連携にとどまらず､施設を利用する文化団体間の連

携も促進し､文化活動の更なる活性化に努めます｡ 

⚫ 施設の維持保全のための老朽化対策について､運営面や財政面への影響を最小限

に抑えながら計画的な施設改修を実施します｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

府中の森芸術劇場3ホ

ールの平均稼働率 

80.9% 

（R5） 

※R6は工事の

ため休館 

83% 

どりーむホール・ウィー

ンホール・ふるさとホ

ールに係る稼働率の平

均値です｡ 

郷土の森博物館入場

者数 

350,447人 

（R4） 

※R5・6は工

事のため休館

期間があり R4

を基準値とする 

370,000人 

郷土の森博物館の年

間の延べ入場者数で

す｡ 

府中市美術館入場者

数 
253,921人 

（R4～6平均） 

260,000人 

（R9～11平

均） 

年度展覧会鑑賞者数､

美術普及事業参加者

数､市民ギャラリー鑑

賞者数を合計した人数

の直近 3年平均です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

府中の森芸術劇場管理運営

事業 

施設の適正な維持管理･運営に努め､施設の老朽化

等に伴う改修を計画的に実施します｡ 

郷土の森博物館管理運営事

業 

博物館園内諸施設の改修は、サービスが低下しない

よう計画的に実施します。東京を代表する総合博物

館として、学校との連携を深め、出前授業など小中

学生の学習利用を促進するとともに、歴史、文化、自

然、プラネタリウムを中心とする天文に関する展示

会や講座、体験学習、講演等の事業を推進します。ま

た、市民協働による事業に取り組み、より一層、市民

に親しまれる施設づくりを進めます。 

美術館維持管理事業 所蔵作品の充実とその公開、国内外の優れた美術作

品を紹介する企画展を実施するとともに､小中学校

美術鑑賞教室等の教育普及事業の実施、市民ギャラ

リー等の運営を行います。また、施設の改修・改善を

図り、市民が美術に親しむ環境を拡充していきます。 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ イベントの開催などの文化施設の有効活用に関すること｡ 
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■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   〇       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 3 文化･芸術活動の支援 

施策 43 歴史文化遺産の保存と活用 

 

■めざす姿(施策の目的) 

歴史文化遺産の保存と活用により､市民をはじめとする多くの人々が本市の歴史文

化遺産について学び､その価値に対する理解を深めることで､郷土愛がはぐくまれ、誇

りを持っています｡ 

このことにより､歴史と伝統があるまちとしての魅力が形成されています｡ 

 

■現状と課題 

本市は古代､武蔵国の国府が置かれた歴史ある都市です｡歴史文化遺産は､市の歴

史や文化を正しく伝えるとともに､将来の文化の発展と向上の基礎をなす重要なもの

です｡このため､市では適切な保存を行うとともに､市民等を含めた幅広い活用を通じ

て、広く市内外への周知や社会教育等に取り組んでいます｡ 

将来にわたり文化財を引き継いでいくためには､保存を始めとした既存の事業を継

続するとともに､時代の求めに応じた文化財の活用を行っていく必要があります｡この

ため､新たに整備を予定する施設の事業を計画的に推進するとともに､拡張現実機能

（AR）やインターネット等の媒体の活用を検討するなど、市内外のより多くの人に向け､

本市の歴史と伝統に係る魅力を周知していく必要があります｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 各文化財施設＊において､魅力的な展示やイベントを開催するとともに､市民との

協働により､歴史文化遺産を活用した地域づくりや魅力発信を行います｡また､新

たに整備する｢国史跡武蔵国府跡(国司館地区)｣及び｢内藤家住宅｣＊においては､

各施設の整備方針に基づき､適切な整備､保存及び活用を進めていきます｡ 

⚫ 市内の歴史文化遺産について､将来に亘り適切に保存するとともに､文化､教育､

観光などの多様な分野に広く活用できるよう､周知や取組を行っていきます｡ 

⚫ 市史編さんの成果について、郷土学習などの教育に活用するとともに、講座の開

催などを通して市内外に広く普及･啓発します。また､収集した資料を整理して適

切な保存と活用を図ります｡  

140



 

■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

ふるさと府中歴史館展

示コーナー入場者数 

90,764人 

（R6） 
91,000人 

ふるさと府中歴史館展

示コーナーの年間の延

べ入場者数です｡新庁

舎移転後は､対象をは

なれに設置する展示施

設とします｡ 

国史跡武蔵府中熊野

神社古墳展示館入場

者数 

6,924人 

（R6） 
8,000人 

国史跡武蔵府中熊野

神社古墳展示館の年

間の延べ入場者数で

す｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

ふるさと府中歴史展示室管

理運営事業 

新庁舎はなれへの展示機能移転に伴い､来庁者が体

験し楽しみながら学べる施設を整備します｡運営に

ついては､展示内容の更新や他の文化財施設と連携

して魅力を創出できる仕組みを検討します｡ 

武蔵国府跡保存活用事業 本市の歴史と伝統を代表する場所として､にぎわい

と魅力のあるまちづくりを行うため､適切な保存と

ともに積極的な活用を行います｡国司館地区＊にお

いては､広場の活用を試行的に進めるとともに､｢国

史跡武蔵国府跡(国司館地区)｣の第二期整備を計画

的に推進します｡ 

内藤家住宅保存整備活用事

業 

内藤家住宅の持つ歴史的な価値や文化をより多くの

人に知ってもらい､後世に永く継承していくための

適切な保存と、民間活力の導入も視野に入れた活用

の方法について検討し､計画的に整備を進めます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 歴史文化遺産に係る情報発信や市史刊行物の周知･活用に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 4 スポーツ活動の支援 

施策 44 スポーツの普及･促進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

年齢や障害の有無などにかかわらず､全ての市民が自身にあったスポーツに親しみ､

心身ともに健康で活力に満ちた生活を営んでいるまちとして｢スポーツタウン府中｣が

いっそう発展しています｡ 

 

■現状と課題 

市内各所のスポーツ施設等を利用し､多くの市民がスポーツ活動に親しんでいます

が､スポーツ活動を全く行っていない方が最初の一歩を踏み出すきっかけ･気付きと

なるような取組や仕組みのほか､ライフステージやライフスタイルの変化によってスポ

ーツ活動を断念することなく､継続できるような意識啓発を行うことが必要です｡ 

また、引き続き､東京 2020 オリンピック・パラリンピック等のレガシーを活用し､ボ

ランティアの活動支援や障害者スポーツの普及啓発事業の充実が求められています｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 年齢や障害の有無などにかかわらず､市民の誰もがそれぞれの体力や能力･年齢･

目的に応じ､いつでも､どこでも､いつまでも､安全にスポーツを楽しむことができ

る､生涯スポーツの体制や取組の更なる充実を図ります｡ 

⚫ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック等のレガシーを活かし､ボランティアの活

動を支援するほか、関係団体等と連携し、障害者スポーツを始め、誰もが楽しめる

スポーツの普及と理解促進を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

週 1回以上スポーツを

する市民の割合 58.8% 

（R6） 
63% 

市政世論調査により把

握した週 1 回以上スポ

ーツをする市民の割合

です。 

障害者スポーツに関わ

った（する・みる・ささ

える）市民の割合 
7.7% 

（R6） 
10% 

市政世論調査により把

握した障害者スポーツ

に関わった（する・み

る・ささえる）市民の割

合です。 

スポーツに関するボラ

ンティアの参加状況 3.4% 

（R6） 
8% 

市政世論調査により把

握したスポーツに関す

るボランティアの参加

状況です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

市民スポーツ大会等運営事

業 

市民の日頃の活動成果の発表と参加の場を提供し､

スポーツ振興を図ります｡ 

スポーツタウン府中発展事業 スポーツタウン府中のPRのほか､女性のスポーツ機

会促進イベントの開催など､スポーツに対する関心を

喚起するための取組を行います｡ 

障害者スポーツ普及啓発事

業 

ボッチャをはじめとする各競技の特徴を捉え､その

普及に向けて､パラリンピアンをはじめとするアスリ

ート等と連携した障害者スポーツ体験会その他の取

組を行います｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ スポーツ実施率の向上に寄与するよう､スポーツ活動への興味･関心を喚起する取

組に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○  ○     ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 4 スポーツ活動の支援 

施策 45 スポーツ環境の整備 

 

■めざす姿(施策の目的) 

各スポーツ施設が､市民ニーズを踏まえた適正な配置及び機能を有することで、｢す

る｣スポーツの場として安全で快適にスポーツを行えるよう整備･運営されるとともに､

｢みる｣スポーツの場として拠点となるなど､｢スポーツタウン府中｣として市民の誰もが

スポーツに親しむことができるまちになっています｡ 

 

■現状と課題 

施設の老朽化が進行しており､利用者が安全・安心に利用できる状態の維持には通

常の修繕に加え大規模改修が必要です｡一方で､厳しい財政見通しを踏まえ､現状のま

ま施設を維持･更新することは難しくなっており､コストの増大､市民ニーズへの対応な

どを踏まえ､府中市文化･スポーツ施設配置等適正化計画を策定しました｡ 

本計画に基づき府中基地跡地留保地での新たな総合体育館の整備をはじめ､各施

設の効率的かつ適切な運用や計画的保全に係る取組を進めることが求められていま

す｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 利用者が安全･安心･快適に利用できるよう各施設の管理･運営を行います｡また､

府中市文化･スポーツ施設配置等適正化計画を踏まえ､各施設の改修工事等の計

画的保全を行うとともに､多様化する市民ニーズに対応するための管理･運営の手

法を検討します｡ 

⚫ 府中基地跡地留保地での新たな総合体育館の整備に向け､基本構想を踏まえ、整

備計画の策定をはじめとする整備事業を推進します｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

体育施設利用者数 1,468,555

人（R6） 

1,493,967

人 

各年度における体育施

設の利用者総数です｡ 

体育施設稼働率 

７4.9％ 

（R6） 
７6．２％ 

各年度における体育施

設の稼働率です。 

（※一般公開の施設は

稼働率 100%として

算出） 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

体育施設整備事業 府中市公共施設マネジメント推進プラン等の関連計

画に基づき､計画的保全を含む施設整備を行いま

す｡ 

新総合体育館整備事業 基本構想を踏まえ、整備計画の策定をはじめとする

整備事業を推進します｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 各スポーツ施設の適切な修繕等の実施や､野球場等における整地その他の整備に

関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  〇        

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

〇      〇 
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基本施策 4 スポーツ活動の支援 

施策 46 トップチーム等との連携 

 

■めざす姿(施策の目的) 

市民がトップチーム､アスリートとの触れ合いや試合での活躍を楽しめる環境が整っ

ており､それらの機会を通じ､スポーツの振興やスポーツの力をいかしたまちづくりが

行われています｡ 

 

■現状と課題 

市内を拠点とするトップチームの試合観戦やイベント等への参加､トップチームによ

る学校訪問型事業などを通して､多くの市民が気軽にスポーツに触れ､親しむことがで

きる機会を創出しています。 

今後はトップチームやスポーツ団体を始め、市民等のつながりをいかして更なるス

ポーツの裾野の拡大のほか､地域の課題解決を図るなど､まちづくりの視点による取

組も求められています｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ トップチーム等の活動支援や活躍している選手の情報発信のほか､トップチーム連

絡会を中心として、教育・次世代支援、社会的包摂、魅力発信を柱とした連携プロ

ジェクト「ＦＵＣＨＵ－ＮＥＸＴ」を推進します。このプロジェクトの推進によって、教

育･福祉など他分野の多様な主体とトップチームとの連携を深め､市民が気軽にス

ポーツに触れることのできる機会を提供するほか､地域の課題解決や一体感の醸

成を図ります。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

市内を拠点に活動する

トップチームの試合や

練習を観戦した市民の

割合 

29.2% 

（R6） 
35% 

市政世論調査により把

握した、直近 1 年間で

市内を拠点に活動する

トップチームの試合や

練習を観戦した市民の

割合です。 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

トップチーム等連携事業 トップチームと教育・福祉など他分野の多様な主体

との連携を深め、｢ボールふれあいフェスタ｣等のイ

ベントや各種プロモーションのほか､学校訪問型事業

を核とした次世代向けの取組等を実施するなど､ス

ポーツ振興やまちづくりに向けた取組を進めます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ スポーツを活用した地域の活性化に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  ○  ○     ○ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

○      ○ 
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基本施策 5 学校教育の充実 

施策 47 社会を主体的･創造的によりよく生きる力の育成 

 

■めざす姿(施策の目的) 

全ての子どもが､人格の完成＊に向け､ふるさと府中に誇りを持ち､知性や感性を磨

き､豊かな人間性を備え､心身ともに健康に成長していくために､地域や学校､関係機

関が相互に連携､協力､役割分担､支援しながら子どもを育成しています｡ 

 

■現状と課題 

学校教育では､変化の激しい将来の予測が困難な時代にあって､持続可能な社会を

維持･発展させていく人材を育てることなどが求められています｡そのため､全ての児

童･生徒が､課題を発見し､課題解決に主体的に向き合い､自らの考えを形成するとと

もに､他者と協働しながら学ぶことにより､よりよい自己を実現する力を身に付けられ

るよう､学校教育の充実を図ります。また､地域や家庭､関係機関等と連携した魅力あ

る学校づくりを行う必要があるほか､学校を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対

応するため､教育 DX の推進や教員の在校等時間の縮減に向けた働き方改革の取組

など､学校組織力の向上を図る必要があります｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 子どもたちが新しい時代に求められる資質･能力を身に付けられるよう､ICT 機器

を有効に活用するとともに、グローバル社会における人材育成に取り組みます｡ま

た、府中市への愛着を醸成するため、郷土学習の充実等に取り組みます。 

⚫ 児童･生徒一人ひとりが特性に応じた適切な教育を受けられるよう､特別支援教育

を推進します｡ 

⚫ 教員の長時間労働を軽減するとともに､学校が抱える課題に対応できる体制を強

化するため､教員の働き方改革や指導力向上､各種支援員の適正な配置及び外部

人材の活用､地域との連携の強化を推進します｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

全国学力･学習状況調

査における都平均値と

の正答率の比較 

小 6 

-1ポイント

(R6) 

 

中 3 

±0ポイント 

(R6) 

基準値以上 

全国学力･学習状況調

査における本市の小学

6年生と中学3年生の

国語と算数(数学)の正

答率を､都平均値と比

較したものです｡ 

個々の実態に即した指

導内容･方法の工夫改

善の実施率 100% 

(R6) 
基準値維持 

特別支援学級及び特

別支援教室において教

育課程に位置付けて指

導内容･方法の工夫改

善を実施した学校の割

合です｡ 

教員 1人当たりの 1

か月の時間外在校等

時間 

32時間 

(R6) 
22時間 

教員の在校等時間から

所定の勤務時間を除い

た時間の平均値です｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

学習指導等の充実 生涯を通して健全な生活を送ることができるよう､

子どもたちに確かな学力､豊かな人間性､健康･体力

をバランスよく育むため､各教科の学習はもとより､

食育等の健康教育､人権教育､環境教育､キャリア教

育や学校行事等の内容の充実にも取り組みます｡ 

特別支援教育の充実 児童･生徒一人ひとりが個に応じた適切な教育を受

けられるよう､特別支援教育を展開します｡ 

学校組織･人材支援事業 教員の育成を目的とした研修の実施や､教員の働き

方改革を推進するための校務 DX の推進､学校運営

及び教員をサポートするための支援員の配置を行い

ます｡ 

ICT機器の活用 1人 1台端末やデジタル教科書を積極的に活用した

授業を推進するとともに､授業支援ツールの利用や

デジタル教材による自宅学習の充実を図ることによ

り､個別最適な学びを図ります｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 学校教育との連携に関すること｡ 
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■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 5 学校教育の充実 

施策 48 学びの機会を保障するための支援の充実 

 

■めざす姿(施策の目的) 

全ての児童･生徒が､誰一人取り残されることがなく､安心･安全に学ぶことができ､

生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質や能力を育んでいます｡ 

 

■現状と課題 

児童･生徒､保護者､学校からの教育に係る様々な相談に対して､関係機関と連携し

て児童･生徒が抱える課題の解決を図っていますが､多様化する課題に適切に対応し

ていくためには､更なる相談体制の充実を図る必要があります｡また、近年、不登校児

童・生徒が増加傾向にある中で、児童・生徒に寄り添った重層的な支援＊が行える環

境整備が必要です。現在、市立小・中学校全校において、不登校の未然防止や学校復

帰のため、教室以外の場所にサポートルーム＊を設置しています。さらに、社会的自立

に向けて、学びの多様化学校＊を開設していますが、引き続き、不登校児童・生徒の状

況に応じて、重層的な支援の充実を図り、適切な支援をしていくことが重要です。 

このほかにも、発達等の悩みがあったり、医療的ケアが必要であったりする児童・生

徒、また、ヤングケアラーや日本語が話せないなどの児童・生徒が在籍していることか

ら、抱える悩みや課題を把握するとともに、きめ細かい支援に取り組む必要がありま

す。 

経済的理由により就学困難と認められる子どもの保護者に対して、国や東京都の動

向を注視しながら、適切な支援を行うことが必要です。さらに､健康診断や相談を通じ

て､児童･生徒の健康づくりに努めていますが､近年､児童･生徒におけるアレルギー疾

患が多様化しており､学校生活での配慮や管理にいかすため､児童･生徒の詳細な情報

を把握していくことが必要です｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 児童･生徒が抱える悩みや課題に的確に対応し､支援できるようスクールソーシャ

ルワーカーや教育相談の体制を充実するとともに､関係機関とも連携しながら､そ

れぞれの個に応じたきめ細かい支援を充実します｡ 

⚫ 学ぶ意欲はあるが､経済的理由により修学が困難な生徒や学生に対して支援を行

います｡ 

⚫ 児童･生徒が自らの健康状態を把握し､生涯を通じて心身ともに健康な生活を送る

ための資質や能力を育成します｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

不登校児童･生徒の出

現率 

小学校 

2.57%(R5) 

中学校 

7.03%（R5） 

基準値以下 

全児童･生徒に対する

不登校児童･生徒の割

合です｡ 

不登校児童･生徒の相

談率 54.1% 

(R6) 
基準値以上 

不登校児童･生徒のう

ち､学校内外の機関に

よる相談･指導等を受

けた者の割合です｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

教育相談･教育支援事業 臨床心理士等の相談員やスクールソーシャルワーカ

ーによる相談･支援を進めるとともに､多様な相談に

対して適切に対応するため､相談･支援体制の充実

を図ります｡また､不登校児童･生徒への支援として､

学びの多様化学校や全校に設置しているサポートル

ームを適切に運用し､更なる不登校施策の充実を図

っていきます｡ 

学びを確保するための経済

的支援事業 

経済的理由により就学困難と認められる児童･生徒

の保護者に対し､必要な援助を行うとともに､人物･

学力等に優れた学生又はその保護者に対し､奨学金

の給付や貸付などの支援を行います｡ 

子どもの健康管理事業 健康診断を通じて､児童･生徒の健康づくりに継続し

て取り組むとともに､健康診断の結果を基に､児童･

生徒への保健指導を実施し､健康増進の啓発を行い

ます｡また､学校医等や地域の協力機関等と連携し､

健康への意識醸成を図っていきます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 児童･生徒の相談･支援体制の充実や健康に関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

○  ○ ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 5 学校教育の充実 

施策 49 子どもの学びを支える教育環境の充実 

 

■めざす姿(施策の目的) 

学校施設の老朽化対策や大規模改修が計画的に進められるとともに､時代の変化に

応じた教育環境の整備が継続的に行われています｡また､おいしい給食を提供できる

環境の整備も行われ､児童･生徒が安全･安心に学校生活を送ることができています｡ 

 

■現状と課題 

児童･生徒が安全･安心な学校生活を送れるよう､校舎･体育館などの天井等非構造

部材を含めた耐震化を実施していますが､多くの学校で最も古い校舎の築年数が 50

年を超えており､老朽化対策として計画的な施設の更新や既存校舎などの長寿命化を

図ることが求められています｡また、施設の更新時には、学校の適正規模・適正配置や、

学校施設全体を学びの場として捉えた｢新しい時代の学びを実現する学校づくり｣＊

の考え方を踏まえ、教育環境を整備していく必要があります。それらに加え、引き続き

計画的に備品や設備の更新を行っていく必要があります｡  

 給食センターでは､全ての児童･生徒が楽しく給食時間を過ごせるよう､必要となるア

レルギー対応を含め､引き続き、安全でおいしい学校給食を提供できる施設及び体制

を維持する必要があります｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 学校施設については､学校施設改築･長寿命化改修計画や大規模改修整備方針な

どに基づき､計画的かつ着実な老朽化対策を実施していきます｡ 

⚫ 教育環境の充実に資するために､老朽化した備品については計画的に買換えを進

め､更新を図っていきます｡ 

⚫ 給食センターでは､安全･安心でおいしい給食を提供できるよう､学校給食衛生管

理基準等に適合した施設の管理運営を行います｡ 

 

  

153



 

■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

体育館トイレ及び屋外

トイレで便器の洋式化

率 100%となった学

校の割合 

0% 

(R6) 
100% 

体育館トイレ及び屋外

トイレについて､｢便器

の洋式化｣等改修が実

施済みの学校の割合で

す｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

学校施設老朽化対策事業 学校施設改築･長寿命化改修計画に基づき､老朽化

対策として､学校施設の改築を進めていきます｡改築

に当たり､バリアフリー化を含む､ユニバーサルデザ

インに配慮するとともに､災害時における避難所運

営や､将来の人口動態も見据えた整備を行います｡ 

学校適正規模・適正配置の取

組 

学校の適正規模・適正配置の実施に向けた方策に基

づき、統合検討校に関して、保護者や地域住民等の

関係者との協議など、具体的な検討を進めます。ま

た、児童・生徒数や学級数の動向を注視し必要に応

じて対応策を検討します。 

学校施設整備事業 大規模改修整備方針に基づき､老朽化対策の実施時

期が遅い学校については､便器の洋式化､床の乾式

化等の体育館等トイレの改修や､屋上･屋根の防水に

係る改修など､経年劣化に伴う大規模改修を計画的

に実施します｡ 

教育財産の管理と活用 小･中学校の施設･設備を常に良好な状態において

管理し､その目的に応じて効率的に運用していきま

す｡ 

学校給食運営事業 学校給食衛生管理基準や大量調理施設衛生管理マ

ニュアルに適合した施設運営を行うことで､安全･安

心でおいしい給食の提供を継続します｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 学校改築の設計時における｢新しい時代の学びを実現する学校づくり｣＊の検討に

関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 ○ ○ ○   ○    
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(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 ○ ○    ○ 
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基本施策 5 青少年の健全育成 

施策 50子どもの居場所づくりの推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

全ての子どもが各々のライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができ

ています｡ 

 

■現状と課題 

各小学校区２２か所に設置された施設で運営を行っている学童クラブ＊と放課後子

ども教室＊が相互に連携し､小学生の放課後の安全･安心な居場所を提供しています

が､利用希望者の増加に伴い､特に学童クラブにおいては育成スペースの確保が課題

となっています｡また、各文化センターに児童館を設置し、地域における児童の安全な

居場所を提供しています。 

 今後は、中学生や高校生世代の居場所づくり等についても、検討を深めていくことが

重要です。 

 

■施策の方向性 

⚫ 学童クラブ、放課後子ども教室と学校との更なる連携強化に努めるほか､利用者

のニーズに応える ICT＊技術の活用に取り組みます｡また、狭あい化の解消に向け、

市内に民設民営学童クラブの参入を促し、学童クラブにおける適性な育成面積を

確保します。 

⚫ 中高生世代の居場所づくりについて、既存の公共施設の利活用を検討し、中高生

世代の意見を聴取しながら、推進していきます。 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

学童クラブでの児童の

過ごし方に満足してい

ると感じる保護者の割

合 

90% 

(R6) 
92.5% 

学童クラブを利用する

保護者向けのアンケー

トを実施し､学童クラブ

での児童の過ごし方に

満足していると回答し

た人数の割合です｡ 

放課後子ども教室が､

放課後の居場所･遊び

場として充実している

と感じる保護者の割合 83% 

(R6) 
90% 

放課後子ども教室を利

用する保護者向けのア

ンケートを実施し､放課

後子ども教室が､放課

後の居場所･遊び場と

して充実していると回

答した人数の割合で

す｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

学童クラブ運営事業 学童クラブの運営状況を把握し､安定的な運営を推

進することや保護者等による利用者アンケートを実

施すること等により､育成の質の向上･平準化に努め

ます｡また､学童クラブにおいて､施設の狭隘化が進

み､育成スペースの確保が課題となっているため､学

校施設や近隣の公共施設等の借用､また民間活力の

活用等の検討に取り組みます｡ 

放課後等の子どもの居場所

づくり事業 

放課後や学校の長期休業期間中に学校施設を活用

して､児童に安全で安心な居場所を提供し､児童の健

全育成に努めます｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 放課後児童の居場所づくりを含めた見守りに関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

   ○       

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本施策 5 青少年の健全育成 

施策 51 青少年健全育成活動の推進 

 

■めざす姿(施策の目的) 

青少年＊が犯罪被害やトラブルに対する予防意識を持つとともに､悩みが複雑･深

刻化する前に相談できる体制や､地域社会全体で犯罪被害及び非行の防止に取り組

む体制が整備されており､青少年の健やかな成長が促されています｡ 

 

■現状と課題 

核家族化の進行や就労環境の変化等により､家庭だけで子どもを犯罪や事故から守

ることが困難な状況の中､関係機関と連携し､青少年の健全育成に資する活動を継続

して行っていますが､スマートフォンの普及に伴う SNS を媒介とした青少年の犯罪被

害やトラブルの増加など､社会環境の変化に柔軟に対応することが求められています｡ 

 

■施策の方向性 

⚫ 家庭､学校､地域､警察等が､社会環境の変化に合わせた柔軟な活動を行えるよう､

インターネット等の活用を含めた効果的な支援を実施するとともに､関係団体が情

報共有を綿密に行い､地域社会が一体となった青少年健全育成活動の体制を整備

します｡ 

⚫ インターネット環境の変化により生じる問題に関し､学校等における講演会の実施

などを通して､必要な情報を提供するとともに自画撮り被害や SNSでのひぼう中

傷など､インターネットに係る青少年の被害防止等に関する意識啓発を行うほか、

犯罪行為に加担させる「闇バイト」の危険性に対する啓発についても行います。 

⚫ 社会生活や学校生活などを円滑に営むうえで困難を有する青少年に対し､関係機

関の紹介やその他必要な情報提供を行うとともに､専門の相談員により､専門的見

地から利用者の相談等について適切な判断､助言を行い､利用者の不安･悩み･疑

問の解消を図ることに努めます｡ 
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■指標 

指 標 名 
基準値 

 

目標値 

(R11) 
指標の説明 

府中警察署が補導した

不良行為少年の人数 509人 

(R6) 
450人 

府中警察署が補導した

飲酒､喫煙､深夜はいか

い等の行為を行った少

年の人数です｡ 

青少年等により相談を

受け付けた延べ件数 
71件 

(R6) 
基準値維持 

青少年等により相談を

受け付けた年間延べ件

数です｡ 

 

■主要な取組 

取組名称 令和 8年度から 11年度までの取組内容 

青少年健全育成事業 青少年健全育成基本方針に基づき､青少年対策地区

委員会＊､学校､警察等の関係機関との連携により､

青少年健全育成協力店＊､子ども緊急避難の家＊等

による犯罪被害･非行防止体制の強化及び青少年健

全育成標語コンクールなどを実施しますが､それぞ

れにおいてインターネット等を活用しつつ､社会状況

に応じた活動となるよう推進します｡ 

青少年インターネット利用啓

発事業 

青少年が､自らインターネットに起因するトラブル､犯

罪等の被害を予防し､インターネットに依存すること

なく適切に利用する方法を習得させ､インターネット

リテラシーの向上を図るため､小中学生や教員､及び

保護者などに対し講演会を企画･実施します｡ 

青少年総合相談運営事業 青少年の悩みに関する相談を受け付け､関係機関の

紹介や助言を行う事業などを実施します｡ 

 

■協働により推進したい取組 

⚫ 青少年が抱える悩みの解決に向けた支援や非行防止に係る見守りに関すること｡ 

 

■SDGs との関連 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

      ○ 
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基本目標4（都市基盤・産業）　魅力あふれる　うるおいと活力のあるまち

基本施策1　快適で住みやすいまちづくりの推進

施策52 計画的な土地利用の推進

施策53 良好な開発事業の誘導

施策54 質の高い建築物の確保

施策55 魅力ある景観の保全・形成

施策56 地域公共交通の維持とバリアフリー化の推進

基本施策2　地域特性を生かした都市空間の形成

施策57 市内の拠点におけるまちづくりの推進

施策58 けやき並木と調和したまちづくりの推進

基本施策3　都市基盤の保全・整備

施策59 安全で持続可能な道路機能の保全・整備

施策60 下水道施設の機能保全

基本施策4　にぎわいの創出

施策61 中小企業の経営基盤強化の支援

施策62 地域商業の振興

施策63 観光資源の活用・創出による地域活性化

施策64 消費生活の向上

基本施策5　都市農業の育成

施策65 農地の保全及び魅力ある農業経営への支援

施策66 農業との触れ合いの推進
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